
No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

Ⅰ　府民の参加・行動

2018

メールマガジン「大阪府環境イベント情報配信サービス」配信件数
12件
【参考】2016年度実績
メールマガジン配信件数　10件
エコギャラリー年間アクセス件数（主なページ）　16万件

メールマガジン「大阪府環境イベント情報配信サービス」配信件数　12
件
【参考】
エコギャラリー年間アクセス件数（主なページ）　12万件

☆☆☆

2017

メールマガジン「大阪府環境イベント情報配信サービス」配信件数
12件
【参考】2015年度実績
エコギャラリー年間アクセス件数（主なページ）　16万件

メールマガジン「大阪府環境農林水産イベント情報配信サービス」配信
件数　13件
【参考】
エコギャラリー年間アクセス件数（主なページ）　14万件

☆☆☆

2018 府庁の各部局で取り組む環境教育出前講座等施策数　30
府庁で取り組む環境教育出前講座等の実施施策数：32施策（2017年
度）

☆☆☆

2017 各種出前講座等の実施
府庁で取り組む環境教育出前講座等の実施施策数：35施策（2016年
度）

☆☆☆

2018 交流セミナー・講座等の実施（４回）
交流セミナー、人材育成講座、環境教育研究会の３つのセミナーで構
成する交流会を３回実施するとともに、登録団体等による交流会を１回
実施

☆☆☆

2017 交流セミナー・講座等の実施（４回）
交流セミナー、人材育成講座、環境教育研究会の３つのセミナーで構
成する交流会を３回実施するとともに、登録団体等による交流会を１回
実施

☆☆☆

2018 公益的施設への太陽光パネル設置　２件
公益的施設への太陽光パネル設置　２件
【参考】2016（平成28）年度、2017（平成29）年度補助事業団体による環
境活動の実績確認　４件

☆☆☆

2017 公益的施設への太陽光パネル設置　２件
公益的施設への太陽光パネル設置　２件
2016（平成28）年度補助事業団体による環境活動の実績確認　２件

☆☆☆

2018

アドプト・プログラムへの参加団体数及び参加者を2017年度と同程
度にする。
【参考】2017年度
参加団体、参加見込者：637団体、約60,000人

アドプト・プログラムへの参加団体数及び参加者について、2017年度と
同程度であった。
【実績】2018年度
参加団体、参加見込者：636団体、約57,000人

☆☆☆

2017
笑働リサイクルプロジェクトにおいて、地域活動に取組む学生等によ
る「クリーンサポーター」の古紙回収。
（2017年度の目標古紙回収量：約１00ｔ）

地域活動に取り組む学生等の協力により古紙回収が実施され、得られ
た資金により笑働活動を通じて地域に還元されました。
（2017年度の古紙回収実績：約75トン）

☆☆

2018
相談係数：３件
【参考】2016年度実績
・府が相談を受けて成立したプロジェクト数　１件

相談件数：４件
【参考】平成31年1月23日にFAAVO大阪協力のもと、農業関係者を対象
に「資金調達セミナー」を開催。約20名の参加者のうち、CFを含めた資
金調達の相談を4件受けた。

☆☆☆

2017 相談件数：３件 相談件数：０件 ☆
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1-6

クラウドファ
ンディング
を活用した
環境取組
の推進

継続

「クラウドファンディング
（CF）※」を通じてより多く
の府民・NPO等団体が環
境分野の課題解決に寄
与する取組みに参加でき
る社会を目指すこと。
※ 「クラウドファンディン
グ」
ある「志」を持った人や団
体に対する資金を、ネット
を通じて多数の支援者か
ら収集しプロジェクトを実
現する手法。

環境活動や普及啓発イベントの実施に取
り組む企業・NPO等がCFによる資金調達
と活動PRを行っていくことが出来るよう、
CFプラットフォームを運営する事業者との
環境分野でのクラウドファンディング普及
に関する連携協定のもと、その活用を促
進するとともに、府民が資金提供者として
環境への取組みに参加できるよう普及啓
発を行いました。

－

今後も、CF活用を後
押しするようなセミ
ナー・イベントを開催
することで、ＣＦを活
用した取組みを増や
し、府民が立案者・資
金提供者として参加
しやすい環境の整備
を行う。

ＣＦ活用に興味を
持っている個人・団
体を対象としたセミ
ナー・イベント等にお
いて、ＣＦ活用に関
する講演を行い、更
なる周知・利用促進
に取り組む。

引き続き、活動の推
進に取組みます。

17

公共施設の一定区間を、自治会・企業等
に清掃・美化活動を行ってもらい、地域コ
ミュニティーの活性化、地域への愛着を創
出しました。

857

アドプト・プログラム
の制度導入から16年
が経過し、これまで
活動に参画いただい
た全ての方に感謝す
るとともに、これから
のアドプト・プログラ
ムのあり方を考える
ため、「大阪府アドプ
ト・プログラムのあり
方懇話会」（2018年２
月21日）を開催し、有
識者の意見を求める
等、笑働ＯＳＡＫＡの
取り組みを推進する
ことができました。

1-5
笑働ＯＳＡ
ＫＡの推進

継続

府民・企業・行政等、多様
な主体の強みを活かした
連携・協働により笑顔あ
ふれる大阪を実現するこ
と。

想定どおり設置しま
した。

引き続き環境活動
の推進に努めます。

4
6,7

11,12
13,14
15,17

1-4

地域環境
活動を広げ
る府民共同
発電補助

事業

2018
で終
了

NPO等による、公益的施
設（学校、保育所等）への
共同発電の仕組みによる
太陽光発電設備の設置
を支援し、団体の環境活
動拡大を図ること。

府民等からの寄付を募り、学校や保育所
等の公益的施設に太陽光発電設備を設
置する共同発電の仕組みを活用して、そ
の施設と連携した環境活動を実施する
NPO等に対し、設置費用の補助を行うとと
もに、その活動を支援しました。

1,844

1,242
概ね想定通り事業を
実施しました。

引き続き幅広い主体
が参加する交流会
を開催するとともに、
登録団体向けの交
流会も開催します。

7
12
13
17

第３章　2018(平成30)年度に講じた施策事業【点検・評価シート】
※　「進捗」の☆の数の意味は、次のとおりです。

　　　☆☆☆☆：想定以上、☆☆☆：想定どおり、☆☆：想定以下（特に改善を要しない）、☆：想定以下かつ要改善

※　2017（平成29）年度の取組欄は「平成29年度における環境の状況並びに豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策」（2018（平成30）年９月作成）より抜粋

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

1-3
環境交流
パートナー
シップ事業

継続

環境NPO等の活動の活
発化や新たな活動の展
開に向けた、交流機会の
創出を図ること。

環境NPO、企業、学校関係者、ボランティ
ア等の幅広い主体が参加するセミナーや
人材育成講座などを盛り込んだ交流会を
実施しました。また、環境NPO等の登録や
SNSによる団体活動等の情報発信を行い
ました。

4
6
7
11
12
13
14
15

1-2
環境教育
等の推進

継続

府民・事業者等のあらゆ
る主体が、様々な環境問
題を理解し、環境配慮に
対する意識の向上を図る
こと。

学校、企業等への各種出前講座や各種
施設見学会等を実施するなど、「環境教育
等行動計画」に基づき、環境学習と環境
保全活動を推進しました。

-
概ね想定通り実施し
ました。

引き続き「環境教育
等行動計画」に基づ
き、環境学習と環境
保全活動を推進しま
す。

関連
する

SDGs
ゴー
ル

1-1
環境情報
の発信

継続

ホームページやメールマ
ガジンを通して、環境農
林水産イベントや環境モ
ニタリング情報等を発信
し、府民・事業者・地域団
体・NPO等の環境保全活
動を促進すること。

大阪の環境に関する情報のポータルサイ
トとして、「おおさかの環境ホームページ
エコギャラリー」を開設しています。また、
環境等イベント情報をお知らせするため、
「大阪府環境農林水産イベント情報配信
サービス」を配信しました。
最近の大阪の環境に関するイベント情
報、水質・大気等の環境モニタリング結
果、環境審議会の審議内容、環境白書、
条例・計画の情報等、幅広い環境情報に
ついて、ホームページ上に速やかに公表
するなど積極的に発信することで、府民・
事業者・地域団体・NPO等の環境保全活
動の促進を図りました。

-
概ね想定通りに実施
しました。

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

今後もわかりやすい
ホームページの作
成、内容の更新に努
めるとともに、環境
白書やパンフレット、
関連イベントなどの
各種媒体と関連付
けながら、環境情報
へのアクセスを効果
的に増やす方法を
検討していきます。

４
12
13
14



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・「おおさか農空間づくりプラットフォーム」の運営
・公式Facebookの運営
・「農空間マッチングセッション」の開催　１回

・HPや公式Facebookにより農空間の魅力や活動等に関する情報の発
信を行った。
・農空間マッチングセッションの開催等を通じて、会員による新たな取組
が生まれるなど、農空間づくりに参加する府民の増加を図ることができ
た

☆☆☆

2017

2018 地球温暖化防止活動推進員に対する研修会　４回 地球温暖化防止活動推進員に対する研修会　４回 ☆☆☆

2017
イベント活動回数　２０回
地球温暖化防止活動推進員に対する研修会　４回

エコイベント活動6回（2017年度）
地球温暖化防止活動推進員に対する研修会の実施：４回

☆☆

2018 省エネ診断件数　700件
省エネ診断件数　818件
【参考】　省エネアドバイザー登録人数　32人

☆☆☆

2017

2018
・特定事業者の温室効果ガス排出量を2017年度比１％削減
・特定事業者への立入等現地での調査件数　50件程度

・特定事業者の約７割を占める、2015年度から2017年度までを計画期
間とする事業者について、2017年度の温室効果ガス排出量の合計は、
前年度比で0.6％増加したが、基準年度である2014年度と比較して
1.0％削減（年平均0.3％削減）
　　CO2排出削減量（2017年度）：16.9万トン-CO2
　※実績報告書の届出期限が翌年度８月末であるため、2018年度実績
は2019年９月以降に集計します。
・届出のあった対策計画書の概要
　　2018年度から2020年度の３年間で　15.6万トン-CO2（1.0％）削減
・特定事業者への立入等現地での調査件数　43件

☆☆
（2017年
度のデー
タで評価)

2017
特定事業者の温室効果ガス排出量を2016年度比１％削減
特定事業者への立入等現地での調査件数　50件

・特定事業者の約７割を占める、2015年度から2017年度までを計画期
間とする事業者について、20１6年度の温室効果ガス排出量の合計は、
前年度比で1.3％増加したが、基準年度である2014年度と比較して
1.5％削減（年平均0.75％削減）
　　CO2排出削減量（2016年度）：28.1万トン-CO2
　※実績報告書の届出期限が翌年度８月末であるため、2017年度実績
は2018年９月以降に集計します。
・届出のあった対策計画書の概要
　　2017年度から2019年度の３年間で　21.0万トン-CO2（8.5％）削減
・特定事業者への立入等現地での調査件数　49件

☆☆☆
（2016年
度のデー
タで評価)

7
12
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家庭部門における温室効
果ガス削減に向け、各家
庭の省エネ行動の取組
みの裾野を広げること。

地球温暖化防止活動推進員制度を機能
強化し、市町村や民間と連携した家庭へ
の省エネアドバイスを実施できる体制を整
備し、府内各地で推進員による個別対応
型省エネ相談会を展開しました。

4,5622-1-2

家庭の省エ
ネ・エコライ
フスタイル
推進強化

事業

2018
より
新規

想定どおりに実施し
ました。

引き続き、省エネア
ドバイザーの養成お
よび市町村や企業・
NPOと連携した省エ
ネ診断を府内で展
開していきます。

引き続き、プラット
フォームの運営を行
い府民と地域のマッ
チングの支援を行
う。

4
7
12

2-1-1
省エネ行動
の普及啓
発事業

継続
府民一人ひとりの省エネ
行動の実践を促進するこ
と。

ホームページ『省エネ生活のすすめ』によ
る省エネ行動メニュー等の情報発信に加
え、省エネラベルやグリーン購入の普及活
動を実施しました。また、大阪府地球温暖
化防止活動推進センターと連携し、地球
温暖化防止活動推進員の活動支援や「家
庭エコ診断」の普及促進に取り組むなど、
広く府民に省エネ行動を働きかけました。

267

Ⅱ－１　低炭素・省エネルギー社会の構築

1-7

農業・農空
間に関する
活動への
府民の参
加促進

2018
より
新規

農業の担い手が減少する
中、企業や学生等の幅広
い府民参加により、農業・
農空間の持つ多様な機
能の発揮促進を図るこ
と。

府民が気軽に農空間での活動に参加でき
るよう、企業や学生、農空間保全団体等
の多様な主体が参画する「おおさか農空
間づくりプラットフォーム」を運営し、農空
間の魅力や活動等に関する情報の発信、
府民と地域のマッチングを支援しました。

プラットフォームを活
用することで、農空間
づくりに参加する府
民数が増加した。

7
9
11
13
14

特定事業者の温室
効果ガス排出量は前
年度と比較すると増
加しているものの、基
準年度と比較すると
減少している。

きめ細やかな指導を
行うとともに、「評価
制度」により特定事
業者の自主的な取
組みを促進し、引き
続き温室効果ガス
削減を進めます。

7
12
13
14

2-1-3

「大阪府温
暖化の防

止等に関す
る条例」に
基づく指導

継続

エネルギーを多く使用す
る事業者（特定事業者）
の温室効果ガスの排出
や人工排熱の抑制等を
行うこと。

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」
に基づき、特定事業者（約900事業者）に
対し、温室効果ガスの排出や人工排熱の
抑制等についての対策計画書及び実績
報告書の届出を義務付けるとともに、2016
年度から導入した、対策と削減状況を総
合的に評価する「評価制度」を運用し、必
要な指導・助言を行いました。また、他の
模範となる特に優れた取組みを行った事
業者を「おおさかストップ温暖化賞」として
表彰しました。

1,411

509

府主催のイベント等
において、広く府民に
環境配慮行動の必
要性と実践を呼びか
けました。また、大阪
府地球温暖化防止
活動推進センターと
連携し、地球温暖化
防止活動推進員に対
して研修会を実施し
活動を支援しました。
さらに、推進員等と
連携し、府内の小学
校において、エネル
ギー地球温暖化学習
を実施し、若い世代
に対しても省エネ行
動を働きかけました。

引き続き、府民一人
ひとりの省エネ行動
を働きかけていきま
す。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
「おおさか環境にやさしい建築賞」の受賞建物の府民向け現地説明
会の開催　1施設２回程度

「おおさか環境にやさしい建築賞」の受賞建物の府民向け現地説明会
の開催　1施設２回

☆☆☆

2017

・CO2 削減・省エネ対策・みどりヒートアイランド対策・再生可能エネ
ルギー利用設備の導入等環境に配慮した建築物の推進
・10,000㎡以上の建築物（非住宅）における省エネ基準の適合率
100%

・届出対象となる建築物における再生可能エネルギー設備の導入件数
　大阪府：23件、堺市：７件
・10,000㎡以上の建築物（非住宅）における省エネ基準の適合率
　大阪府：100％、堺市：100％

☆☆☆

2018

・府有施設におけるESCO事業の新規公募実施
・2017年度事業者選定施設におけるESCO改修工事の実施（高等学
校6 校、警察署5署、府営公園３園）
・大阪府市町村ESCO会議の開催　１回程度

・４事業12施設（近つ飛鳥博物館、国際会議場、警察署５署、公園５園）
において新規公募を実施し、事業者を決定しました。
・2017年度事業者選定施設（（高等学校6 校、警察署5署、府営公園３
園）においてESCO改修工事を実施しました。
・７月に「大阪府市町村ESCO会議」を開催しました。

☆☆☆

2017

・府有施設におけるESCO事業の新規公募実施
・2016年度事業者選定施設におけるESCO改修工事の実施（高等学
校８校、警察署5署、府民センタービル2所、狭山池博物館）
・大阪府市町村ESCO会議の開催（年１回程度）

・３事業14施設（高等学校６校、警察署５署、公園３園）において新規公
募を実施し、事業者を決定しました。
・2016年度事業者選定施設（高等学校８校、狭山池博物館、警察署５
署、泉南府民センタービル）においてESCO改修工事を実施しました。
・７月に「大阪府市町村ESCO会議」を開催しました。

☆☆☆

2018

・エコカー展示会・試乗会の開催
・ホームページ・メールマガジンによる情報発信
【参考】 2016年度実績
・エコカー展示会・試乗会　15回（市町村との連携による開催分を含
む）
・メールマガジン発行回数　23回

・エコカー展示会・試乗会９回（市町村との連携による開催分を含む）
・ホームページやメールマガジンによる情報発信
　ホームページアクセス数　  2.2万回
　メールマガジン発行回数　　     ９回
　メールマガジン登録数　     1,739名
【参考】府内におけるエコカー保有台数
123万台（2017年度）※2018年度台数は2019年12月確定予定

☆☆☆

2017

・エコカー展示会・試乗会の開催
・ホームページ・メールマガジンによる情報発信
【参考】 ＜2015年度実績＞
エコカー展示会・試乗会　9回
ホームページアクセス数　1.0万回
メールマガジン発行回数　　19回
メールマガジン登録数   1,911名

・エコカー展示会・試乗会12回（市町村との連携による開催分を含む）
・ホームページやメールマガジンによる情報発信
　ホームページアクセス数　  1.3万回
　メールマガジン発行回数　　 　9回
　メールマガジン登録数　      1,703名
【参考】府内におけるエコカー保有台数
110万台（2016年度）

☆☆☆

3
7
9
11
13
14
17

－

「エコカー展示・試乗
実施マニュアル」を活
用し、市町村等にお
けるエコカー展示・試
乗会の開催を促進し
ました。
大阪エコカー協働普
及サポートネットにお
ける官民協働の取組
み等により、府内エコ
カー普及台数は、
2020年度目標に向
け、順調に推移して
います。

2020年度目標の達
成に向け、引き続
き、大阪エコカー協
働普及サポートネッ
トにおける官民協働
の取組み等により、
エコカーの普及促進
に努めます。

2-1-6
エコカーの
普及促進

継続

2020年度までに府内の自
動車の２台に１台（約180
万台）をエコカーにするこ
とを目標に、エコカーの普
及を推進し、温室効果ガ
ス及び自動車排出ガスを
削減すること。

「エコカーのあふれるまち大阪」の実現に
向け、「大阪エコカー協働普及サポート
ネット」において、民間企業、関係団体、国
や市町村と協働し、エコカーの率先導入
や啓発活動等の取組みを実施することに
より、エコカー普及を促進しました。

7
9
12
13
17

2-1-5
ESCO事業

の推進
継続

建築物の省エネルギー
化、地球温暖化対策、光
熱水費の削減を効果的
に進めることができる
ESCO事業を、広汎な府
有施設を対象に効果的に
展開し、さらに大阪府内
の市町村や民間ビルへも
普及啓発・促進を図るこ
と。

「新・大阪府ESCOアクションプラン（2015
年2月策定）」に基づき府有施設へのさら
なるESCO事業の導入拡大を図りました。
ESCO事業の導入に際しては、複数施設
の一括事業化の手法も活用し、省エネ・新
エネ設備の導入を効果的に推進しました。
また「大阪府市町村ESCO会議」の開催を
通じ府内市町村に対してもESCO事業の
導入を広く働きかけるとともに、関係部局
と連携し、各種説明会や省エネセミナー等
を活用することでESCO事業の周知を図
り、民間建築物の省エネ改修・ESCO事業
導入を啓発しました。

481
概ね計画通りに実施
できました。

今後も引き続き、
ESCO事業の府有施
設への導入拡大や
府内市町村・民間ビ
ルへの普及啓発を
図ります。

引き続き、建築物の
環境配慮制度につ
いて表彰制度の魅
力アップや制度の周
知、普及啓発に取り
組みます。

6
7
9
11
12
13
14
15

2-1-4

建築物の
環境配慮
制度の推

進

継続
建築主等による建築物の
環境配慮に関する取組み
の促進を図ること。

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」
に基づき、延べ面積2,000㎡以上の建築物
（特定建築物）を新築等しようとする者（特
定建築主）に対し、CO2削減･省エネ対策
等の建築物の環境配慮のための計画書
の届出、再生可能エネルギー利用設備の
導入検討、広告へのラベルの表示義務に
ついて、必要な指導・助言を行いました。
また、特に優れた建築物の環境配慮の取
組みを行った建築主や設計者を府と大阪
市で「おおさか環境にやさしい建築賞」とし
て表彰するとともに受賞者等による講演会
を開催しました。
＜2018年度からの新たな内容＞
・2,000㎡以上の建築物（非住宅）及び
10,000㎡以上で高さ60ｍ超の住宅の新築
等をする場合に、省エネ基準に適合する
義務を追加しました。
・全ての特定建築物について、工事現場
へ表示ラベルを表示する義務を追加しま
した。

1,397

「大阪府温暖化の防
止等に関する条例」
の改正について周知
し、円滑に制度の推
進をすることができま
した。
また、表彰制度の魅
力アップや普及啓発
ができました。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・H2Osakaビジョンの具体化に向けた研究会等の開催　11回
・FCフォークリフトに係る関係事業者への周知　8回
・FCバス試乗会の実施に向けた関係者会議の開催　5回
【参考】2016年度実績
・Ｈ２Osakaビジョン推進会議及び同会議の研究会などの開催　14回
・府内中小企業等が参加する見学会等の開催　9回

・H2Osakaビジョンの具体化に向けた研究会等の開催　12回
・FCフォークリフトに係る関係事業者への周知　8回
・FCバス試乗会の実施に向けた関係者会議の開催　8回

☆☆☆

2017
・H2Osakaビジョンの具体化に向けた研究会等の開催　１１回
・府内中小企業等が参加する見学会等の開催　８回

・H2Osakaビジョンの具体化に向けた研究会等の開催　11回
・府内中小企業等が参加する見学会等の開催　７回

☆☆☆

2018

・府有施設の屋根貸し事業や省エネ診断などによる総マッチング件
数　90件
・省エネセミナーの開催・講演　45回
【参考】2016年度実績
・府有施設の屋根貸し事業や省エネ診断などによる総マッチング件
数　56件
・省エネセミナーの開催・講演　主催５回、講演69回

・府有施設の屋根貸し事業や省エネ診断などによる総マッチング件数
75件
・省エネセミナーの開催・講演：主催3回、講演36回

☆☆☆

2017
・総マッチング件数　70件
・省エネセミナー等の開催　40回

・府有施設の屋根貸し事業や省エネ診断などによる総マッチング件数：
122件
・省エネセミナーの開催・講演：主催3回、講演56回

☆☆☆

2018

・協定を結ぶ際の調印式、長期の活動を実施する事業者への感謝
状贈呈式の実施
【参考】　2016年度実績
・新規参加事業者　1社
・活動地追加　　　0社
・協定更新事業者　2社

新規参加事業者2社、活動地追加0社、協定更新事業者1社 ☆☆☆

2017
事業者等の新たな参画を支援するとともに、活動が長期的・継続的
なものとなるように環境を整える。

新規参加事業者０社、活動地追加０社、協定更新事業者７社 ☆☆☆

2018

・環境NPO、市町村向け学習会の実施　４回
・適応に関する府民向け各種啓発活動の実施　４回
・適応に関する事業者向けセミナーの実施　１回

・府民を対象に、クールスポット（あべのキューズモール）において、ヒー
トアイランド現象への「適応」に関して身近にできる取組みについての啓
発イベントを実施。（1回参加者約210名）
・環境NPOや市町村職員、温暖化防止活動推進員等を対象に、「適応」
の普及に向けた学習会（適応塾）を実施（4回参加者81名）
・府民を対象に、府内４地域（北部・中部・南河内・泉州）において、地域
特性にあわせたテーマの「適応」に関する啓発イベントを環境NPO等と
協働して実施。（4回参加者合計280名）
・府内中小事業者を対象に、気候変動によるリスク対応や新たなビジネ
ス機会のきっかけを得ることを目的にセミナーを実施。（1回参加者合計
63名）

☆☆☆

2017
・シンポジウムの開催
・適応に関する各種啓発活動の実施

・府民・環境NPO・市町村職員等を対象に「適応」についての理解を深
めるため、「おおさか気候変動『適応』シンポジウム」を開催。（参加者約
120名）
・府民を対象に、クールスポット（あべのキューズモール）において、ヒー
トアイランド現象への「適応」に関して身近にできる取組みについての啓
発イベントを実施。（参加者約300名）
・府民を対象に、府内４地域（北部・中部・南河内・泉州）において、地域
特性にあわせたテーマの「適応」に関する啓発イベントを環境NPO等と
協働して実施。（参加者合計約500名）
・府民等に「適応」に関する情報を分かりやすく提供し、実践行動につな
げていくための啓発冊子『おおさか気候変動「適応」ハンドブック』（1万
部）を作成。

☆☆☆

12
13
17

2-1-10
温暖化「適
応」推進事

業
継続

気候変動の身近な影響
への「適応」について、府
民・環境NPO等の理解を
深めること。

環境NPO、市町村等を対象に、「適応」の
理解を深め、啓発手法を学ぶ学習会を開
催するとともに、環境NPOと協働して府民
向けの各種啓発活動を実施しました。ま
た、事業者を対象に気候変動による事業
活動への影響と適応に関するセミナーを
開催しました。

4,360
概ね想定通り事業を
実施しました。

引き続き、府内にお
ける「適応」の普及を
図るため、2019年度
は以下の事業を実
施します。
・環境NPO、市町村
向け学習会の実施
４回
・適応に関する府民
向け各種啓発活動
の実施　４回
・「ヒートアイランド対
策」の啓発の実施
１回
・適応に関する事業
者向けセミナーの実
施　１回

15
17

2018年度に協定期間
の満期を迎える1社
の協定を更新し、活
動継続の促進ができ
ました。

事業者の参加の支
援および参加事業
者の活動継続・自立
性の確保に努めま
す。

2-1-9

アドプトフォ
レスト制度
による企業
の森づくり

継続

企業やＮＰＯ法人等の参
画により、放置された人
工林や竹林等荒廃した森
林を整備することで、地
球温暖化防止や生物多
様性の保全等に資するこ
と。

大阪府が、事業者等の要望を聞きなが
ら、活動地や活動内容等の提案を行い、
活動地となる市町村や大阪府、事業者等
の間で、活動内容や役割分担等を含む協
定を結びました。その上で、事業者等は対
象地域で間伐や植樹、下草刈りなどの森
づくり活動を行いました。
府は、協定を結ぶ際の調印式の実施や、
長期の活動を実施する事業者への感謝
状贈呈式等により、事業者等の新規参画
や意欲向上を図りました。

－

引き続き、2014年３
月に策定した「おお
さかエネルギー地産
地消推進プラン」に
基づき、再生可能エ
ネルギーの普及拡
大や省エネの推進
など、エネルギーの
地産地消を目指した
様々な施策・事業
を、おおさかスマート
エネルギーセンター
において着実に実施
していきます。

7
13
14

7
9

2-1-8

おおさかス
マートエネ
ルギーセン
ターの運営

継続

「再生可能エネルギーの
普及拡大」や「エネルギー
消費の抑制」などに取り
組み、エネルギーの地産
地消による新たなエネル
ギー社会の構築を目指す
こと。

大阪のエネルギー政策の推進拠点である
「おおさかスマートエネルギーセンター」に
おいて、府民、事業者等からの問合せ・相
談にワンストップで対応するとともに、様々
な事業を実施しました。

3,548

府内市町村や商工
会議所等と連携し、
おおさかスマートエネ
ルギーセンターの周
知に取り組んだ結
果、府民・事業者等
からの相談630件に
ついて対応する等、
府内の省エネ推進、
創エネの普及拡大に
貢献することができ
ました。

・H2Osakaビジョン推

進会議を開催し、構
成団体による取組を
共有するとともに、新
規プロジェクトの創出
に向けた意見交換を
実施しました。
・同ビジョン会議に設
置したFCバス及び
FC船研究会を開催
し、課題の抽出や、
プロジェクト創出に向
け検討を進めまし
た。
・府内3か所の水素ス
テーションにおいて、
現地見学会を開催
し、37企業等が参加
しました。

・「Ｈ２Ｏｓａｋａビジョ
ン」推進会議、及び
事業別研究会の運
営を通じて、万博を
見据えた先進的な
水素プロジェクトの
創出につとめます。
・水素関連産業参入
促進事業を継続し、
府内の水素ステー
ション等で見学会を
開催するとともに、
新技術ニーズ説明
会を行い、技術マッ
チングにつなげま
す。

2-1-7

水素関連ビ
ジネス創出
基盤形成

事業

継続

多様な企業集積を誇る大
阪の強みを活かしつつ、
様々な分野での水素需
要の拡大による府内企業
の活躍フィールドの創出・
拡大を図るとともに、次世
代のクリーンなエネル
ギーとして注目されてい
る水素エネルギーの普及
を図ること。

・「H２Osakaビジョン（2015年度策定）」に
沿って、大阪の特色を活かした実証事業
の実施等の水素技術の実用化に向けた
取組みを推進しました。
・大阪の水素ショーケース機能の維持・発
展のため、先進的な水素プロジェクトを展
開する取組みを支援しました。
・燃料電池（FC）バスの試乗会を開催し、
FCバスの普及に向けた啓発を行いまし
た。

5,227



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

計画に定める以下の目標の実現に向けた取組みを実施する。
・一般廃棄物
　2020年度に一般廃棄物の排出量を278万トン、１人１日当たりの生
活系ごみ排出量を403g/人・日に削減するとともに、再生利用率を
15.8％に向上させ、最終処分量を32万トンに削減する。
・産業廃棄物
　2020年度に産業廃棄物の排出量を1,534万トンに抑制するととも
に、再生利用率を32.2％に向上させ、最終処分量を37万トンに抑制
する。
【参考】
○一般廃棄物　2015年度実績
　排出量　　：315万トン
　再生利用率：13.8％
　最終処分量：38万トン
　１人１日当たりの生活系ごみ排出量　：457g/人・日
 ○産業廃棄物　2014年度実績
　排出量　　：1,518万トン
　再生利用率：31.8％
　最終処分量：38万トン

・府内市町村の一般廃棄物の排出量、再生利用率等の状況の情報集
約・公表
【参考】
○一般廃棄物　2017年度実績
◆目標
　排出量　　　　：　305万トン
　再生利用率　：　13.4％
　最終処分量　：　35万トン
　１人１日当たりの生活系ごみ排出量：446ｇ/人・日
◆成果を実感できる指標
　１人１日当たりの資源ごみを含む生活系ごみ排出量：504ｇ/人・日
　生活系ごみ分別排出率：22.2％
　ガラス等（主に行政により分別収集が行われている品目）のみの再生
利用率：5.0％
　最終処分率：11.5％
・産業廃棄物排出事業者、同処理業者に対する適正処理の指導
・建設業者に対し、廃棄物の適正処理、再資源化に関する説明会の実
施
・優良な産業廃棄物処理業者を認定・公表
○産業廃棄物　2014年度実績
　排出量　　　　：1,518万トン
　再生利用率　：　31.8％
　最終処分量　：　38万トン

☆☆☆

2017

計画に定める以下の目標達成に向けて進行管理等を行います。
・一般廃棄物
　2020年度に一般廃棄物の排出量を278万トン、１人１日当たりの生
活系ごみ排出量を403g/人・日に削減するとともに、再生利用率を
15.8％に向上させ、最終処分量を32万トンに削減する。
・産業廃棄物
　2020年度に産業廃棄物の排出量を1,534万トンに抑制するととも
に、再生利用率を32.2％に向上させ、最終処分量を37万トンに抑制
する。

また、以下の成果を実感できる指標についても2016年度実績を把握
して公表します。
○一般廃棄物
・１人１日当たりの資源ごみを含む生活系ごみ排出量
・生活系ごみ分別排出量
・ガラス等（主に行政により分別収集が行われている品目）のみの再
生利用率
・最終処分率

・府内市町村の一般廃棄物の排出量、再生利用率等の状況の情報集
約・公表
【参考】
○一般廃棄物　2016年度実績
◆目標
　排出量　　　　：　307万トン
　再生利用率　：　13.8％
　最終処分量　：　36万トン
　１人１日当たりの生活系ごみ排出量：448ｇ/人・日
◆成果を実感できる指標
　１人１日当たりの資源ごみを含む生活系ごみ排出量：504ｇ/人・日
　生活系ごみ分別排出率：22.5％
　ガラス等（主に行政により分別収集が行われている品目）のみの再生
利用率：5.1％
　最終処分率：11.8％
・産業廃棄物排出事業者、同処理業者に対する適正処理の指導
・建設業者に対し、廃棄物の適正処理、再資源化に関する説明会の実
施
・優良な産業廃棄物処理業者を認定・公表
○産業廃棄物　2014年度実績
　排出量　　　　：1,518万トン
　再生利用率　：　31.8％
　最終処分量　：　38万トン

☆☆☆

2018

認定製品の普及啓発・利用促進を図るとともに、新規申請について
は年１回（３月）、再申請については年２回（10月、３月）の認定を実
施する。
【参考】2018年1月1日現在の認定製品数は238製品。
うち、なにわエコ良品ネクストは23製品。

・認定製品について普及・PRするため、ホームページに掲載するととも
に、環境関連イベント等に出展
・新規申請者を増やすため、事業者や団体に対して制度の案内を行っ
たほか、メルマガ配信や新聞掲載、ちらしの作成・開架、ポスター掲示
等広報手段の拡大に努めました。
・年２回の認定を実施（2019年３月１日現在の認定製品数は245製品）

☆☆☆

2017

認定製品の普及啓発・利用促進を図るとともに、新規申請について
は年１回（３月）、再申請については年２回（10月、３月）の認定を実
施する。
【参考】2016年10月1日現在の認定製品数は261製品。うち、なにわ
エコ良品ネクストは23製品。

・認定製品について普及・PRするため、ホームページに掲載するととも
に、環境関連イベント等に出展
・新規申請者を増やすため、事業者や団体に対して制度の案内を行っ
たほか、メルマガの配信やちらしの開架、ポスター掲示の依頼など広報
手段の拡大に向けて活動しました。
・年２回の認定を実施（2018年３月１日現在の認定製品数は274製品）

☆☆☆

Ⅱ－２　資源循環型社会の構築

認定製品の認知度
の向上等のため、さ
らに普及・PRの取組
みを推進します。

4
8
9
12

3
4
6
8
9
11
12
13
14
17

2-2-2
再生品普
及促進事

業
継続

資源の循環的な利用の
促進と循環型社会の形成
に寄与する事業を営む事
業者を育成すること。

府内で発生した循環資源（廃棄物等）を利
用して日本国内の工場で製造したリサイク
ル製品であって、品目ごとの認定基準に
適合するものを「大阪府認定リサイクル製
品」として認定しています。
2015年度に制度を改正し、「使用済の認
定製品を製造者が回収して再びリサイク
ルする製品」である『なにわエコ良品ネク
スト』と、それ以外のリサイクル製品である
『なにわエコ良品』に認定製品を区分しま
した。
「繰り返しリサイクルされる製品」にも着目
して認定することで、「より質の高いリサイ
クル」を推進しました。

175

府民や事業者へ認
定制度・認定製品の
PRを行うことで、リサ
イクル認定製品の利
用を促進しました。

府内市町村等との課
題や取組みに関する
情報交換、産業廃棄
物排出事業者等に対
する指導等の取組み
により、３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイク
ル）、廃棄物の適正
処理を推進しました。
また、一般廃棄物に
ついては、市町村に
おいて、食品ロスの
削減やごみ減量の啓
発、コンポストによる
生ごみリサイクルの
促進、リユース品の
交換会等が実施さ
れ、府では「環境に
やさしい買い物キャ
ンペーン」でマイバッ
クの常時携帯や食品
ロス削減の啓発を実
施しました。
一般廃棄物の排出
量、最終処分量につ
いては、2016年度に
比べ減少していま
す。
また、成果を実感で
きる指標についても、
最終処分率は2016
年度に比べ減少して
います。

今後、計画に掲げた
施策を推進し、施策
の実施状況を把握し
て公表し、目標の達
成に努めます。

2-2-1
循環型社
会推進計
画の推進

継続

2016年度に策定した大阪
府循環型社会推進計画
に定めた３Ｒや適正処理
等に係る目標を達成する
こと。（目標年度：2020年
度）

府民、事業者、行政が連携・協働し、３Ｒ
や適正処理に取り組みました。
また、新たに設定した『成果を実感できる
指標』を活用し、府民、事業者、市町村と
いった各主体の取組みをさらに促進しまし
た。

－



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・府内市町村の分別収集の実施状況を把握し、ホームページ上で速
やかに公表する。
【参考】2016年度実績
・分別収集量：16万４千トン

・府内市町村の容器包装廃棄物の分別収集量、再商品化量等の状況
の情報集約、公表。
・分別収集量：16万５千トン（2018年度速報値）

☆☆☆

2017

・各市町村の分別収集の実施状況を把握し、ホームページ上で速や
かに公表する。
【参考】2015年度実績
分別収集量：16万8千トン

・府内市町村の容器包装廃棄物の分別収集量、再商品化量等の状況
の情報集約・公表
･分別収集量：16万6千トン（2017年度速報値）

☆☆☆

2018

・処理計画及び実施状況報告の内容を速やかに公表する。
　【参考】2016年度公表状況
　　　　　産業廃棄物処理計画　　　　　　　　　　233件
　　　　　産業廃棄物処理計画実施状況報告　　　　220件
　　　　　特別管理産業廃棄物処理計画　　　　　　　94件
　　　　　特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告　91件

処理計画及び実施状況報告の内容を速やかに公表しました。
　【参考】2018年度公表状況
　　産業廃棄物処理計画　240件
　　産業廃棄物処理計画実施状況報告　232件
　　特別管理産業廃棄物処理計画　98件
　　特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告　89件

☆☆☆

2017

処理計画及び実施状況報告の内容を速やかに公表する。
　【参考】2015年度公表状況
　　　　　産業廃棄物処理計画　　　　　　　　　　218件
　　　　　産業廃棄物処理計画実施状況報告　　　　243件
　　　　　特別管理産業廃棄物処理計画　　　　　　　97件
　　　　　特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告　105件

処理計画及び実施状況報告の内容を速やかに公表しました。
　【参考】2017年度公表状況
　　産業廃棄物処理計画　233件
　　産業廃棄物処理計画実施状況報告　239件
　　特別管理産業廃棄物処理計画　94件
　　特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告　94件

☆☆☆

2018
・食品ロス削減賛同制度参加事業所数　500店舗
・市町村啓発事業数　10市町村

・賛同制度については、当初想定していた店舗登録型の制度から内容
を変更し、より事業者の取組みを促進し、府民に対して効果的な啓発を
実施するための「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」を創設
（H31.2）。３月末時点で３事業者をパートナーに決定。
・食品ロス削減啓発用動画を作成し、市町村に配布し、４市町村が府民
啓発等に活用。また、2017年度作成した啓発事例集は12市町村が活
用。
・小売業、外食産業等事業者と連携し、食品ロス削減キャンペーンを実
施（10月,2月）
・10月の「環境にやさしい買い物キャンペーン」において、ポスターを掲
示し府民啓発を実施。（参加店舗　739店舗）

☆☆☆

2017 講習会参加市町村　100%

・食品関連団体や事業者、国及び他府県等の食品ロス削減の取組み
状況の把握
・市町村職員等を対象とした啓発事例集を作成し、府内市町村に配布
するとともに市町村向け講習会を開催したところ、全43市町村が参加。
・シンポジウム及びキャンペーンの実施。

☆☆☆

8
11
12

制度の設置時期が
年度後半となったた
め、パートナーが３事
業者にとどまりました
が、パートナーと連携
したキャンペーンの
実施により、具体的
な取組みにつなげる
ことができました。ま
た、市町村において
も府の啓発媒体を活
用した取組みなどに
より、食品ロス削減
の機運を醸成しまし
た。

製造・卸段階では、
食品ロス削減に向け
た具体的な行動を
促していきます。
　小売・外食段階で
は、パートナーをは
じめとする事業者と
ともに実施する食品
ロス削減キャンペー
ン等を通じ府域全体
での機運醸成を図
り、取組みの普及・
拡大を目指します。
　また、市町村と連
携し、食品ロス削減
の府民啓発を継続し
て実施します。

3
6
8
9
11
12
14

2-2-5
食品ロス削
減対策の

推進
継続

府内の食品ロス削減に向
けて、事業者・府民の取
組みを促進すること。

・府内製造事業者を対象としたアンケート
調査により、製造事業者の取組みを促進
する効果的な方策について検討しました。
・事業者と消費者などの関係者が一堂に
会した「食品ロス削減ネットワーク懇話会」
を設置し、情報共有や意見交換を行いま
した。その意見を踏まえて、消費者に対し
て効果的な啓発を実施する事業者を後押
しし、さらに取組みを進めるための「おおさ
か食品ロス削減パートナーシップ制度」の
創設や、キャンペーン等による発信を行
い、食品ロス削減の機運を醸成しました。
・家庭から排出される食品ロスを削減する
効果的な取組みを見出すため、家庭の食
品ロス実態調査を実施しました。
・「環境にやさしい買い物キャンペーン」等
による食品ロス削減についての府民啓発
を実施しました。

2,406

-

事業者から提出され
た報告の内容をイン
ターネットを利用した
方法により速やかに
公表し、事業者の自
主的な産業廃棄物の
減量化への取組み
等を促進しました。

引き続き、処理計画
及び実施状況報告
の速やかな公表に
努めます。

2-2-4

産業廃棄
物の多量
排出事業

者による取
組みの促

進

継続

事業者から提出された処
理計画及び実施状況報
告の内容を公表すること
により、見える化を図り、
事業者の自主的な産業
廃棄物の減量化への取
組み等を促進すること。

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生
ずる事業場を設置している事業者（多量排
出事業者）は、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画及びその実施の状
況について知事に報告することとなってい
ます。
事業者から提出された報告の内容をホー
ムページ上に速やかに公表することによ
り、事業者の自主的な産業廃棄物の減量
化への取組み等を促進し、必要に応じ適
切な助言を行いました。

8
11
12
13

2-2-3
容器包装リ
サイクルの

推進
継続

「容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進
等に関する法律（容器包
装リサイクル法）」に基づ
き、府内における容器包
装廃棄物の発生抑制や
再商品化を促進するこ
と。

第８期大阪府分別収集促進計画（2017～
2021年度、2020年度目標：分別収集量：
23万4千トン）に基づき、市町村の分別収
集の実施状況やリサイクル施設の整備状
況を把握しました。また、分別収集や再商
品化の促進に必要な収集体制、処理に関
する改善方策等について情報提供を図り
ました。

90

市町村の分別収集
の実施状況の把握・
公表等により、計画
を推進しました。

引き続き、市町村の
分別収集の実施状
況の把握・公表等に
取り組み、2019年に
は第９期大阪府分
別収集促進計画を
策定します。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・府内におけるＰＣＢ廃棄物（JESCO大阪PCB処理事業所の処理対
象である高圧機器等）の処理進捗率
2018年9月末：95％　※JESCO大阪への登録台数に占める割合
・府保有（府庁別館保管分）の小型コンデンサー等の処理　（JESCO
北九州処理分）4トン
【参考】
・府内におけるＰＣＢ廃棄物の処理進捗率　93％（2017年9月末現
在）
・府保有の小型コンデンサー等の処理　4トン（2016年度実績）

・JESCO 大阪ＰＣＢ処理事業所の処理対象である高圧機器等の処理
進捗率
2019年3月末： 93％
（登録台数を2018年３月末に固定した場合の進捗率　2019年3月末：
97％）

・府保有の小型コンデンサ等の処理　5トン

☆☆☆

2017

・府内におけるＰＣＢ廃棄物（JESCO大阪PCB処理事業所の処理対
象である高圧機器等）の処理進捗率
2017年9月末：94％（2016年9月末現在：91％）
（いずれもJESCO大阪への登録台数に占める割合）
・府保有（府庁別館保管分）の小型コンデンサ等の処理　（JESCO北
九州処理分）４ t　（2016年度の実績 4t）

・JESCO 大阪ＰＣＢ処理事業所の処理対象である高圧機器等の処理
進捗率
2018年3月末： 91％
（登録台数を2017年３月末に固定した場合の進捗率　2018年3月末：
96％）

・府保有の小型コンデンサ等の処理　4.6ｔ

☆☆☆

2018

・建設廃棄物の分別排出、混合廃棄物の発生・排出抑制の取組み
促進、廃棄物の適正処理推進のため、説明会の開催、集中パト
ロール等を実施
・説明会の開催　３回程度
・不適正処理防止推進強化月間　６月・11月
【参考】2016年度 不適正処理件数　350件

・建設廃棄物の分別排出、混合廃棄物の発生・排出抑制の取組み促
進、廃棄物の適正処理推進のため、説明会の開催、集中パトロール等
を実施しました。
・説明会の開催　３回
・不適正処理防止推進強化月間　６月・11月
【参考】2018年度 不適正処理件数　427件

☆☆☆

2017

・建設廃棄物の分別排出、混合廃棄物の発生・排出抑制の取組み
促進、廃棄物の適正処理推進のため、説明会の開催、集中パト
ロール等を実施
・2017年度実施予定　　　説明会　３回、不適正処理防止推進強化
月間　６月・11月
【参考】不適正処理件数　338件（2015年度）

・建設廃棄物の分別排出、混合廃棄物の発生・排出抑制の取組み促
進、廃棄物の適正処理推進のため、説明会の開催、集中パトロール等
を実施しました。
・2017年度実施実績　　　説明会　３回、不適正処理防止推進強化月間
６月・11月
・不適正処理件数　405件

☆☆☆

2018
・有害使用済機器の届出受理、届出事業者への立入検査等による
指導
・取扱業者への説明会の開催　3回程度

・立入検査等　136件
・届出書の提出　14件
・取扱業者への説明会の実施　3回

☆☆☆

2017

3
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14,836

不適正処理は依然と
して多発しています
が、警察との連携等
により、不適正処理
件数は2008年度以
降横ばいの傾向にあ
ります。

引き続き不適正処
理事案の未然防止
及び迅速な解決に
努め、産業廃棄物の
適正処理の着実な
推進を図ります。

2-2-7

産業廃棄
物の適正
処理の徹

底

継続

廃棄物の排出事業者や
処理業者への指導を徹
底し、不適正処理の未然
防止、早期発見を図るこ
と。

排出事業者や処理業者に対しては、産業
廃棄物管理票（マニフェスト）の交付や適
正処理に向けた指導の徹底を図りました。
また、産業廃棄物の野積みや野外焼却等
の不適正処理の未然防止、早期発見に向
けた随時のパトロールによる監視・指導な
ど、警察等と連携しながら法令遵守の徹
底を図るとともに、土地所有者等への土
地の適正管理等の啓発・指導により不適
正処理の未然防止を図りました。

2-2-8

使用済の
電子機器に
係る規制指

導

2018
より
新規

使用済の電気電子機器
が、環境対策が行われな
いまま破砕などされ、有
害物質の飛散・流出等や
火災の発生により生活環
境に影響を及ぼすことが
ないよう、適正な保管・処

分を推進すること。

2018年4月から廃棄物処理法に基づき、
使用済の電気電子機器（廃棄物を除く）の
保管・処分を行おうとする者は、「有害使
用済機器」の知事等への届出が必要にな
りました。そのため、これらを取り扱う業者
に対し、説明会の開催等を通じて制度の
周知を図りました。また、届出業者には立
入検査等により、有害物質の飛散・流出
等や火災発生を防止するために、保管・
処分の基準遵守を指導しました。

1,074

説明会を3回実施す
ると共に金属くず商
等のリストをもとに立
入検査を実施し周知
を行った。

引き続き、立入検査
等により周知を図る
と共に必要に応じて
届出等の指導を行

う。

高圧機器等の処理
及び府保有（府庁別
館保管分）の小型コ
ンデンサ等の処理は
進捗しました。

・PCB特別措置法に
より、期限内の完全
処分が義務付けら
れたPCB使用製品
及び廃棄物につい
て、法に基づく届
出、適正管理及び期
限内処分を行うよう
指導を行います。
・また、PCB使用製
品やPCB廃棄物の
保有実態調査やポ
スター等を活用した
掘り起こしにより
PCB保有が判明した
事業者に対して、法
に基づく届出等の指
導を行います。

3
6
11
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2-2-6
ＰＣＢ廃棄
物適正処
理の推進

継続

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ
ル）使用製品及び廃棄物
について、期限内（高濃
度は2020年度末まで、低
濃度は2026年度末まで）
の完全処分を目指すこ
と。

・PCB特別措置法により、期限内処分の義
務があるＰＣＢ使用製品及び廃棄物につ
いて、保有している事業場への立入検査
などにより、法に基づく届出、適正管理及
び期限内処分を行うよう指導を行いまし
た。
・未把握のPCB廃棄物等について、保有
状況の実態調査やポスター等を活用した
掘り起こしにより、府内のPCB保有実態を
把握し、保有が判明したものは、法に基づ
く届出等の指導を行いました。
・府が保有している小型コンデンサーや安
定器等については、中間貯蔵・環境安全
事業（株）（JESCO）北九州PCB処理事業
所で、2015年度から計画的に処理を行い
ました。
・国のPCB廃棄物処理基本計画の変更に
合わせ、大阪市と調整し、「大阪府PCB廃
棄物処理計画」の変更を行うとともに、近
畿ブロック関係府県市と協力して、適正処
理を推進しました。
・中小企業等によるＰＣＢ廃棄物の処理を
推進するため、国と都道府県が、（独）環
境再生保全機構に拠出したＰＣＢ廃棄物
処理基金を通じて、中小企業等が負担す
る高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理費用を軽減
しました。

134,256
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No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・大阪湾圏域広域処理場整備事業の促進会議　10回
・堺第７-３区の適切な維持管理
　　環境調査　　12回　1,846検体
　　護岸被覆防食工事　　60.6ｍ
　　老朽化対策工事（排水路）　111ｍ

・フェニックス事業について、フェニックスセンター及び関係地方公共団
体等と連携し、次期計画の具体化に向けた取組み等を行いました。（会
議等：9回）
・堺第７－３区について、浸出水等が周辺環境へ影響を及ぼさないよ
う、排水処理施設及び水質改善設備の維持管理並びに水質の環境調
査等を行いました。また、施設の老朽化に対応するため、護岸の被覆
防食工事等を行いました。
　　環境調査　　年12回　2,064検体
　　護岸被覆防食工事　　　65m
　　老朽化対策工事（排水路）　0m
(台風21号による災害復旧工事を優先したため、老朽化対策工事は当
初計画より縮小しています)

☆☆

2017

・大阪湾圏域広域処理場整備事業の促進
　　会議等予定回数　　　　　　年10回
・堺第７-３区の適切な維持管理
　　環境調査　　年１２回　1,901検体
　　護岸被覆防食工事　　　　62.5ｍ
　　老朽化対策工事（排水路）　148ｍ

・フェニックス事業について、フェニックスセンター及び関係地方公共団
体等と連携し、次期計画の具体化に向けた取組み等を行いました。（会
議等：10回）
・堺第７－３区について、浸出水等が周辺環境へ影響を及ぼさないよ
う、排水処理施設及び水質改善設備の維持管理並びに水質の環境調
査等を行いました。また、施設の老朽化に対応するため、護岸の被覆
防食工事、雨水排水路改修工事及びフェンスの維持補修等を行いまし
た。
　　環境調査　　年12回　2,031検体
　　護岸被覆防食工事　　　65m
　　老朽化対策工事（排水路）　194m

☆☆☆

2018
・イタセンパラの野生復帰に向けた放流効果と繁殖状況の確認
・観察会（1回、100人）、出前講座（2回、100人）

・外来魚駆除の研究成果を用いて集中的に駆除を行った水域では、在
来種の種類や個体数が急速に回復していることを確認しました。
・2013年にイタセンパラの公開放流を実施した水域では、自然繁殖によ
り稚魚が約20,000尾確認され、放流後最大の生息数となりました。
・小学校の出前授業（2回実施）では71名とイタセンパラの生体観察を行
うとともに、生物多様性の重要性を啓発しました。
・市民ネットワークによるイタセンパラの野生復帰を支援する取り組み
（21回実施）に延べ約1,200名が参加しました。

☆☆☆

2017
・イタセンパラの野生復帰に向けた放流効果と繁殖状況の確認
・観察会（1回、100人）、出前講座（2回、100人）

・外来魚駆除の研究成果を用いて集中的に駆除を行った水域では、在
来種の種類や個体数が急速に回復していることを確認しました。
・2013年にイタセンパラを公開放流を実施した水域では、自然繁殖によ
り稚魚が約９千尾確認され、放流後最大の生息数となりました。
・小中学校の出前授業（3回実施）では122名とイタセンパラの生体観察
を行うとともに、生物多様性の重要性を啓発しました。
・市民ネットワークによるイタセンパラの野生復帰を支援する取り組み
（24回実施）に延約1,400名が参加しました。

☆☆☆

2018
・おおさか生物多様性施設連絡会の開催　２回
【参考】2016年度実績
・おおさか生物多様性施設連絡会の開催　２回

・おおさか生物多様性施設連絡会の開催　1回
・教員等指導者向け生物多様性普及啓発冊子の改訂
・特定外来生物ヒアリ注意喚起リーフレットの作成
・外来生物普及啓発リーフレットの作成

☆☆☆

2017
・統一PR参加　５０施設
・参画企業2社

・生物多様性普及啓発タペストリーの作成
・おおさか生物多様性施設ガイド（リーフレット）の作成
・統一ＰＲ参加　53施設
　うち、参画企業２社

☆☆☆

Ⅱ－３　全てのいのちが共生する社会の構築

2-3-2

生物多様
性保全のた
めの普及
啓発推進

継続

生物多様性の意義や重
要性の理解促進を図るた
め、生物多様性に関わる
施設等との連携のもと、
普及啓発を進めること。

生物と人との関わりや、生物多様性の重
要性について、生物多様性関連施設の
ネットワークであるおおさか生物多様性施
設連絡会や、大学のネットワークなどを活
用して、府民理解の促進に向けた生物多
様性の普及啓発を進めるとともに、ボラン
ティアなどの人材育成を進めました。
また、国、市町村、関係機関とも連携し、
特定外来生物連絡協議会などの場を活用
し、特定外来生物の防除等に関する情報
共有や研修会などを行い効果的な対策を
進めました。

1,638

生物多様性の認知
度アップにつながる
共通の普及啓発ツー
ルの整備ができまし
た。

引き続き多様な主体
との連携を進め、人
材育成にも取り組ん
でいきます。
また、特定外来生物
への理解促進も進
めていきます。

引き続き、放流群の
自然での繁殖状況
の確認等の調査研
究、及び、府民を対
象とした観察会の開
催等、自然保護や
生物多様性につい
ての普及啓発を行
います。

6
14
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2-3-1

天然記念
物イタセン
パラの保護
増殖及びこ
れを利用し
た普及啓発

事業

継続

淀川に生息する天然記念
物で種の保存法選定種
の淡水魚イタセンパラの
野生復帰の試みと、それ
らを用いた普及啓発を推
進し、自然保護や生物多
様性保全の重要性につ
いての理解を深めること。

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究
所水生生物センター(現・生物多様性セン
ター)において、センター内で生息域外保
存しているイタセンパラを、2009年度から
国土交通省・淀川河川事務所と共同で淀
川に放流し、野生復帰を試みました。過去
5年間の調査では、放流した成魚が繁殖
し、野生での定着が確認されています。
2018年度は、淀川での繁殖状況の確認
や、外来種の生態や駆除及び魚病に関す
る調査研究等を行うとともに、「淀川水系
イタセンパラ保全市民ネットワーク（イタセ
ンネット）」が行う保全活動を支援しまし
た。さらに、親子等府民を対象とした観察
会の開催、小中学校等へのイタセンパラ
の出張展示や出前講座を実施し、自然保
護や生物多様性保全の重要性について
普及啓発を図りました。

－

イタセンパラの野生
復帰の状態が引き続
き維持され、野生復
帰の取組みを支援す
る市民ネットワーク活
動が軌道に乗るな
ど、十分な成果が得
られました。

2-2-9

廃棄物最
終処分場
の適正管

理等

継続

廃棄物最終処分場の適
正管理及び確保を図るこ
とにより、廃棄物の適正
処理を進め、生活環境の
保全及び公衆衛生の向
上に資すること。

大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェ
ニックス事業）について、関係地方公共団
体と協力し、事業促進を図りました。
また、産業廃棄物最終処分場である堺第
７-３区について、周辺環境等に影響を及
ぼさないよう、法令に則した適切な維持管
理等を行いました。

146,885

3
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・フェニックス事業に
ついて、フェニックス
センター及び関係地
方公共団体と連携
し、事業を促進しまし
た。
・堺第７-３区につい
て、周辺環境等に影
響を及ぼさないよう、
法令に則した適切な
維持管理等を行うこ
とができました。

・引き続き、フェニッ
クスセンター及び関
係地方公共団体と
連携し、次期計画の
具体化に向けた取
組みをはじめフェ
ニックス事業を促進
します。
・堺第７-３区につい
ても、周辺環境等に
影響を及ぼさないよ
う、法令に則した適
切な維持管理等を
行います。

4
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14
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No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
　NPO団体との協働による管理
　・竹林・田畑・果樹園　5.2ha
　・園内花壇　0.6ha

　NPO団体との協働による管理
　・竹林・田畑・果樹園　5.2ha
　・園内花壇　0.6ha

☆☆☆

2017

・園内花壇管理　 4,600人（参加のべ人数）
・森づくり・足湯運営　27,500人（参加のべ人数）
・竹林・田畑・果樹園等の保全・資源活用等　 7,000人（参加のべ人
数）
・水質調査、野生生物生息調査　3,000人（参加のべ人数）
・ガイドボランティア養成 100人（参加のべ人数）

・園内花壇管理　4,362人（参加のべ人数）
・森づくり・足湯運営　23,150人（参加のべ人数）
・竹林・田畑・果樹園等の保全・資源活用等　7,794人（参加のべ人数）
・水質調査、野生生物生息調査　2,541人（参加のべ人数）
・ガイドボランティア養成　43人（参加のべ人数）

☆☆☆

2018
・共生の森づくり活動への参加人数　約1,200人
・企業や府民による植栽面積　約１ha

・参加人数：543人／年
・企業や府民による植栽面積：約0.2ha

☆☆

2017
・共生の森づくり活動への参加人数　約1,200人
・多様な自然環境の創出面積　約１ha

・参加人数：1,615人／年
・企業や府民による植栽面積：約1ha

☆☆☆

2018

・法、条例対象施設に対して、規制基準に適合しているか確認する
とともに、適合していない場合は速やかに改善するよう指導を徹底
する。
・大阪府が所管する対象事業所のうち、規制基準が適用される特定
施設・届出施設等を設置している事業所に対して規模に応じて立入
検査を実施する。特に、総量規制対象、ダイオキシン対象事業所に
は全数立入検査を行う。
【参考】201６年度実績
・701事業所への立入検査を実施
・大規模排出事業所NOｘ測定　２事業所
・使用燃料等測定　６事業所
・ダイオキシン類排出濃度測定　１事業所

・規制基準が適用される特定施設・届出施設を設置している事業所に
対して、立入検査をのべ423回実施
　※ダイオキシン対象事業所には全数立入検査を実施したものの、総
量規制対象事業所には一部立入検査を実施できませんでした。
【参考】
・大規模排出事業所NOｘ測定　２事業所
・使用燃料等測定　４事業所
・ダイオキシン類排出濃度測定　２事業所
・揮発性有機化合物濃度測定　１事業所
・水銀濃度測定　２事業所
・水銀排出事業者の届出審査及び全数立入検査

☆☆☆

2017

・法、条例対象施設に対して、規制基準に適合しているか確認する
とともに、適合していない場合は速やかに改善するよう指導の徹底
・大阪府が所管する対象事業所のうち、規制基準が適用される特定
施設・届出施設等を設置している事業所に対して規模に応じて立入
検査を実施する。特に、総量規制対象、ダイオキシン対象事業所に
は全数立入検査を行う。
【参考】2015年度の立入検査 961事業所

・規制基準が適用される特定施設・届出施設を設置している事業所に
対して、立入検査をのべ573回実施
・大規模排出事業所NOｘ測定　２事業所
・使用燃料等測定　３事業所
・ダイオキシン類排出濃度測定　２事業所
・揮発性有機化合物濃度測定　１事業所
・水銀濃度測定　２事業所

☆☆☆

2018

・NO2、SPMに係る大気環境基準の全局達成
・NOx・PMの排出量の把握
【参考】
・対策地域からのNOx・PM排出量
　NOx：12,550トン、PM：590トン（2016年度）

・NO2及びSPMに係る大気環境基準を全監視測定局で達成（2018年
度）
・対策地域におけるNOx・PM排出量の把握
　NOx：11,990トン、PM：560トン（2017年度）
※2018年度実績は2019年12月確定予定

☆☆☆
（一部、
2017年度
のデータ
で評価)

2017

・NO2、SPMに係る大気環境基準の全局達成
・NOx・PMの排出量の把握
【参考】対策地域からのNOx・PM排出量
　　　　NOx：12,280トン、PM：600トン（201５年度）

・NO2及びSPMに係る大気環境基準を全監視測定局で達成（2017年度）

・対策地域におけるNOx・PM排出量の把握
　NOx：12,550トン、PM：590トン（2016年度）

☆☆☆
（一部、
2016年度
のデータ
で評価)

Ⅱ－４　健康で安心して暮らせる社会の構築（１）　～良好な大気環境を確保するために～

3
11

関係機関の相互の
連携・協力のもと、各
種自動車環境対策を
着実に実施し、2017
年度はNOx・PMの排
出量はともに計画ど
おりに削減しているこ
とを確認しました。

2020年度目標の達
成に向け、引き続き
関係機関の相互の
連携・協力のもと、
各種自動車環境対
策を推進します。

3
9
11

2-4-1-2

自動車ＮＯ
ｘ・ＰＭ総量
削減計画
の推進（計
画の進行

管理）

継続

窒素酸化物（NOx）及び粒
子状物質（PM）の削減の
ため、2013年６月に策定
した自動車NOx・PM総量
削減計画〔第３次〕に基づ
き、関係機関が各種自動
車環境対策を連携・協力
して推進するとともに、府
が適切に計画の進行管
理を行い、2020年度まで
に対策地域全体で二酸
化窒素（NO2）及び浮遊
粒子状物質（SPM）に係る
大気環境基準を達成する
こと。

関係機関（関係市町村、道路管理者等）と
連携し、流入車規制の推進、エコカーの普
及促進、エコドライブの推進、交差点対策
（右折レーン設置等の渋滞対策）等の交
通流対策等の諸施策を総合的に推進しま
した。
併せて、道路交通センサスや自動車輸送
統計調査などを基に、自動車からのNOx・
PMの排出量を推計するとともに、自動車
環境対策の進捗状況を把握しました。

4,686

1,899

新たに始まった水銀
排出事業者に係る届
出審査等の影響もあ
り、一部指標どおり
の取組みができませ
んでしたが、水銀に
係る指導をはじめ、
大気汚染に係る事業
所への適切な規制指
導は概ね実施できま
した。

引き続き事業所へ
の立入検査を実施
し、規制基準の遵守
指導に取り組みま
す。

2-4-1-1
大気汚染
防止の事
業所規制

継続

大気汚染防止法、ダイオ
キシン類対策特別措置法
及び大阪府生活環境の
保全等に関する条例に基
づき、事業所に対して大
気汚染物質の排出規制
を行い、大気環境基準を
達成すること。

法・条例に基づく特定施設・届出施設等の
設置・変更の事前届出を義務付け、ばい
煙（NOx、SOx、ばいじん、有害物質）、揮
発性有機化合物、一般粉じん、水銀、ダイ
オキシン類等が排出基準、設備構造基準
に適合しているかを審査し、必要に応じ指
導を行いました。
事業所に対する立入検査は、法・条例に
よる規制の実効性を確保するため、施設
や排ガス測定結果の検査を行なうととも
に、事業者の点検結果等を報告させること
により、適正な指導を行いました。
また、規制基準の適合状況を確認するた
め、行政による排ガス等の測定を実施しま
した。

6,224

豪雨や台風の影響に
より、参加人数・植栽
面積とも想定を下回
りましたが、多様な主
体との協働による森
づくりを促進しまし
た。

より多くの府民、
NPO、企業等が本事
業を通じ、豊かな自
然環境の形成に携
わることができるよ
う、森づくり活動、モ
ニタリング及び自然
環境学習などの実
施について、引き続
き支援に努めます。

2-3-4
共生の森
づくり活動

の推進
継続

堺第７－３区産業廃棄物
最終処分場において、自
然再生のシンボルとなる
共生の森を整備し、多様
な主体との協働による森
づくり活動を支援するこ
と。

堺第7－3区産業廃棄物処分場の一部「共
生の森（約100ha）」において、野鳥や小動
物の生息する草地や水辺等に森林が介
在する大規模な“みどりの拠点”を創出す
るために、府民、ＮＰＯ、企業等多様な主
体との連携による植栽、草刈、間伐等の
森づくり活動と、自然観察等の自然環境
学習を実施しました。

前年度とほぼ同じ内
容を実施しました。

引き続き、ＮＰＯ団
体や市民との協働を
進めます。

4
15

2-3-3

日本万国
博覧会記
念公園事
業（市民参
画型事業）

継続

万博記念公園において、
市民参画等により園内環
境を整備し、生物多様性
の保全を図ること。

NPO団体との協働等により、竹林や花壇、
森林の整備を行うと共に、生物生息調査
や自然ガイドといった情報収集・発信を行
いました。
（2018年10月から、指定管理者に事業を
引き継ぎました）

26,815

6
11
14
15
17



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・立入検査での検査台数　6,000台
（バス駐車場、卸売市場、展示場、工場等で実施）
【参考】
・立入検査での検査台数　4,940台（2017年4月～12月）
・命令・公表　37件（2017年12月末現在）

立入検査：53回7,056台を検査（累計※833回、約60,900台）
命令・公表：2件
他府県などから流入する非適合車の割合が大幅に減少（条例制定前
の2007年度：17％→2017年度：0.5％）
＜参考＞命令・公表39件（2018年度末累計※）　※2008年度以降

☆☆☆

2017

立入検査での検査台数10,000台
（バス駐車場、卸売市場、工場、建設工事現場等で実施）
【参考】
立入検査台数： 3,828台（2016年4月～11月）
命令・公表：34件（2016年11月末現在）

立入検査：73回6,672台を検査（累計※780回、約53,900台）
命令・公表：３件
他府県などから流入する非適合車の割合が大幅に減少（条例制定前
の2007年度：17％→2016年度：0.6％）
＜参考＞命令・公表37件（2017年度末累計※）
※2008年度以降

☆☆☆

2018

・VOCの排出抑制
【参考】
・VOC届出排出量　9,800トン／年（2015年度）
・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場へのＮＯｘ削減要請
のべ945回（2016年度）

VOC排出量削減のための法・条例による規制・指導
　VOC届出排出量　　10,200トン／年(2017年度実績）
【参考】
・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場へのNOx削減要請
　　　　2018年度　　のべ1,307回
・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場へのVOC削減要請
　       2018年度　　のべ456回

☆☆☆

2017
VOCの排出抑制
　【参考】VOC届出排出量
　10,600t／年（2014年度）

VOC排出量削減のための法・条例による規制・指導
　VOC届出排出量　　9,900トン／年(2016年度実績）
【参考】
・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場へのＮＯｘ削減要請
　　　　　　2017年度　　のべ364回
・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場へのVOC削減要請
　            2017年度　　のべ111回

☆☆☆

2018
・環境大気中の微小粒子状物質の状況把握
（府管理　一般局：20局、自排局：６局、うち成分分析：２局）

・微小粒子状物質の濃度の連続測定
　府所管局26局（国設局２局を含む）で通年実施（うち、一般局20局、自
排局６局）
・環境大気中の微小粒子状物質の状況把握（成分分析）
　府内２地点（年４回実施）

☆☆☆

2017
環境大気中の微小粒子状物質の状況把握
（府管理　一般局：20局、自排局：６局、
うち成分分析地点：３地点）

・微小粒子状物質の濃度の連続測定
　府所管局26局（国設局２局を含む）で通年実施（うち、一般局20局、自
排局６局）
・環境大気中の微小粒子状物質の状況把握（成分分析）
　府内２地点（年４回実施）

☆☆☆

2018
・アスベスト除去対策工事の実施　８施設
・空気環境測定の実施　274箇所

・アスベスト除去対策工事の実施　11施設
・空気環境測定の実施　306箇所

☆☆☆

2017
・アスベスト除去対策工事を4施設にて実施
・空気環境測定を３00箇所実施

・アスベスト除去対策工事を４施設について実施
・空気環境測定を284か所実施

☆☆☆

3
9
11

アスベスト除去対策
工事を11施設にて実
施し、空気環境測定
は306箇所実施しまし
た。

引き続きアスベスト
除去工事及び空気
環境測定を行ってい
きます。

3
9
11

2-4-1-6

府有施設
吹付アスベ
スト対策事

業

継続
府有施設において使用さ
れているアスベストによる
健康被害を防ぐこと。

アスベストによる健康被害を防ぐため、府
有施設において使用されている吹付アス
ベストの除去対策工事を実施するととも
に、空気環境測定等の定期点検を実施し
ました。

128,965

12,354

府管理26局で年間通
じて自動測定機によ
る連続測定を行うと
ともに、府内２地点で
成分分析を行いまし
た。また、PM2.5の情
報を分かりやすく発
信するとともに、国の
指針に基づき、注意
喚起を行う体制を整
備・運用しました。

引き続き、PM2.5の
常時監視を着実に
行いながら、濃度が
高くなると予測され
る場合、注意喚起を
的確に実施し、より
幅広く府民に周知し
ます。また、効果的
な削減対策を進める
ために、発生源寄与
の解明に取り組みま
す。

2-4-1-5

微小粒子
状物質（Ｐ
Ｍ２.５）の

常時監視と
的確な注意
喚起の実

施

継続

PM2.5について効果的な
対策を行うため、監視測
定局を整備して連続測定
を行い、監視結果を府民
に分かりやすく提供する
とともに、府民の安全・安
心を確保するため、
PM2.5の情報や注意喚起
を的確に発信すること。
また、PM2.5の成分分析
結果等を用いた解析を行
い、発生源寄与割合の推
計等についての知見を集
積すること。

府管理の測定局26局で自動測定機による
連続測定を行い、結果をホームページで
分かりやすく提供するとともに、季節ごと
に成分分析を行うことにより、府内におけ
るPM2.5の構成成分の実態及び季節変化
を把握しました。
また、PM2.5濃度が高くなると予測される
場合、注意喚起の情報を防災情報メール
等により速やかに発信する体制を整備・運
用しました。
さらに、測定結果や発生源対策に係る国
の調査･検討状況を踏まえ、効果的な削減
対策を進めるため、（地独）大阪府立環境
農林水産総合研究所と連携して、PM2.5
の各発生源からの寄与の解析等について
調査研究を行いました。

3
11

2-4-1-4

光化学オキ
シダント・Ｖ
ＯＣ対策の

推進

継続

府民の健康を守るため、
光化学スモッグの原因物
質の一つである揮発性有
機化合物（VOC）の排出
量を削減すること。

VOCの排出規制を着実に実施するととも
に、化学物質管理制度に基づく事業者に
よる適切な管理等を促進することにより削
減しました。
また、光化学スモッグ予報等の発令時に
は、健康被害の未然防止のため府民への
周知を行うとともに、削減措置の対象工場
へNOxやVOCの削減要請を行いました。

80

工場・事業所に対し
て、VOCの排出規
制・指導等を実施す
ることにより、長期的
に見ると、VOCの排
出を抑制しました。
また、光化学スモッグ
予報等の発令時に
は、対象工場による
NOxやVOCの削減要
請を適切に行い、緊
急的な削減対策も実
施しました。

引き続き、工場・事
業場に対してVOCの
排出規制・指導を着
実に実施します。
また、光化学スモッ
グ発令時には、被害
未然防止のため府
民への周知を行うと
ともに、緊急時対象
工場にNOxやVOC
の削減要請を行い
ます。

今後とも、事業者等
への立入検査･指導
等の充実に努めると
ともに、自家用自動
車（白ナンバー）へ
の対策を強化しま
す。また、「非適合車
ゼロ宣言」を掲げ流
入車規制周知のた
めの取組みを強化し
ます。

3
9
11

2-4-1-3
流入車対
策の推進

継続

府内の対策地域内への
非適合車の流入を規制
することにより、NOx・PM
の排出量を削減し、大気
環境基準の継続的・安定
的な達成を図ること。

大阪府生活環境の保全等に関する条例
に基づく流入車規制を推進します。「非適
合車ゼロ宣言」のスローガンを掲げ、非適
合車の根絶を目指して立入検査や指導を
実施しました。
比較的非適合率の高い自家用自動車対
策として、出入りの多い施設管理者等と連
携し、利用者への条例の周知を強化しま
した。
改善指導に従わず、車種規制適合車等の
使用義務に違反する事業者に対し、条例
に基づき使用命令を発令するとともに氏
名等を公表しました。

338

運送事業者や荷主
等の協力により、規
制の効果が発現して
いると考えられます。
自家用自動車（白ナ
ンバー）の立入検査
を強化するとともに、
非適合車の使用者
等に対し改善指導を
行い、対策を推進し
ました。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・届出対象解体現場等への全数立入検査
・条例届出対象規模未満の工場・倉庫等の解体現場等へ立入検査
・測定義務があり、かつ実作業7日以上の工事における公定法によ
る測定
（分析は（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所により実施。）
・小規模の工事における迅速測定
・石綿飛散防止対策セミナー等の開催
・石綿健康被害救済制度の円滑な運用
【参考】2016年度実績
・届出121件、立入検査等639件

・届出対象解体現場へ飛散の恐れが少ない作業を除いて全数立入
　立入件数106件（届出件数：160件）
・条例届出対象規模未満の工場・倉庫等の解体現場等への立入検査
件数294件
・公定法による測定件数56件
・6月に「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」、12月に『大阪府「みんなで
防止!!石綿飛散」推進会議』を開催。
・石綿健康被害救済制度の円滑な運用
※救済基金への拠出は2016年度で終了。

☆☆☆

2017

・届出対象解体現場等への全数立入検査
・条例届出対象規模未満の工場・倉庫等の解体現場等へ立入検査
・測定義務があり、かつ実作業7日以上の工事における公定法によ
る測定（分析は（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所により実
施。）
・小規模の工事における迅速な測定
・石綿飛散防止対策セミナー等の開催
【参考】届出９９件、立入検査等５８７件（2015年度）
・石綿健康被害救済制度の円滑な運用
【参考】2007年度から10年間で救済基金への拠出完了　合計
467,300千円

・届出対象解体現場への全数立入　立入件数　187件（届出件数：161
件）
・条例届出対象規模未満の工場・倉庫等の解体現場等への立入検査
件数400件
・迅速測定件数　１６件
・6月に「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」、12月に『大阪府「みんなで
防止!!石綿飛散」推進会議』を開催。
・石綿健康被害救済制度の円滑な運用
※救済基金への拠出は2016年度で終了。

☆☆☆

2018

・2017年度のCOD、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐの発生負荷量を把握し、発生負荷
量削減の進捗管理を行う。
・雨天時流入負荷の実態調査（大阪港西部）、栄養塩類の滞留状況
の調査（大阪港南東部、堺泉北港北東部）、海水の流れの状況の調
査（大阪港周辺等）を実施する。
【参考】
・2015年度のCOD、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐの発生負荷量
　COD 48トン/日、Ｔ－Ｎ47トン/日、Ｔ－Ｐ3.0トン/日

・2017年度のCOD、T-N、T-Pの発生負荷量を把握し、発生負荷量削減
の進捗管理を実施
（2017年度）　COD 45t/日、T-N 45t/日、T-P 2.7t/日
・雨天時流入負荷の実態調査（大阪港西部）、栄養塩類の滞留状況の
調査（大阪港南東部、堺泉北港北東部）、海水の流れの状況の調査
（大阪港周辺等）を実施したところ、大阪湾の湾奥部は栄養塩類の濃度
が高く、場所によっては海水が滞留し、生物の生息に厳しい環境である
ことが確認された。

☆☆☆

2017
2016年度のCOD、T-N、T-Pの発生負荷量を把握し、発生負荷量削
減の進捗管理を行う。
（2014年度）　COD 57t/日、T-N 58t/日、T-P 3.4t/日

2016年度のCOD、T-N、T-Pの発生負荷量を把握し、発生負荷量削減
の進捗管理を実施
（2016年度）　COD 46t/日、T-N 46t/日、T-P 2.8t/日

☆☆☆

2018

・排水基準が適用される事業所全てに、立入・採水を実施
・施設等の構造基準が適用される事業所全てに、立入検査を実施
【参考】2016年度実績
・工場・事業所立入件数：703件、試料採取・分析件数：300件　うち
31件について改善を指導

・排水基準や構造基準が適用される事業場等の全てに対して、採水ま
たは立入検査をのべ494回実施（試料採取・分析件数：229件）

・総量規制で連続測定が義務づけられる事業場（23事業場）のうち10事
業場で、総量採水検査を実施

☆☆☆

2017

・排水基準が適用される事業所全てに、立入・採水を実施
・施設等の構造基準が適用される事業所全てに、立入検査を実施
【参考】工場・事業所立入件数：805件、試料採取・分析件数：321件
（2015年度）
　　　　うち54件について改善を指導

・排水基準や構造基準が適用される事業場等の全てに対して、採水ま
たは立入検査をのべ659回実施（試料採取・分析件数：303件）

・総量規制で連続測定が義務づけられる事業場（30事業場）のうち11事
業場で、総量採水検査を実施

☆☆☆

2018

・生活排水処理率の向上
・「市町村生活排水処理計画」の見直し等に係る市町村ヒアリング
5回
・イベントへの出展や街頭啓発の実施　10回
【参考】生活排水適正処理率95.5％（2016年度末）

・生活排水適正処理率が2017年度末で95.8%と前年度より0.3ポイント上
昇
・「市町村生活排水処理計画」の見直し等に係る市町村ヒアリング　5回
・イベントへの出展や街頭啓発の実施回数　25回

☆☆☆

2017

・生活排水処理率の向上
・「市町村生活排水処理計画」の見直し等に係る市町村ヒアリング
5回
・イベントへの出展や街頭啓発の実施　10回
【参考】生活排水適正処理率95.2％（2015年度末）

・生活排水適正処理率が2016年度末で95.5%と前年度より0.3ポイント上
昇
・「市町村生活排水処理計画」の見直し等に係る市町村ヒアリング　８回
・イベントへの出展や街頭啓発の実施回数　23回

☆☆☆

Ⅱ－４　健康で安心して暮らせる社会の構築（２）　～良好な水環境を確保するために～

3
6
11
14

生活排水適正処理
率が向上し、イベント
への出展や街頭啓
発の実施回数は目
標を達成できました。

生活排水の100％適
正処理を目指し、市
町村による一層の生
活排水処理施設の
整備促進に向けた
技術的支援を引き
続き行うことが重要
です。

3
6
9
11
14

2-4-2-3
生活排水
対策事業

継続

河川等の良好な水環境を
確保するため、生活排水
の負荷量の削減を図るこ
と。

河川等の汚濁の原因の約８割を占める生
活排水の負荷量を削減するため、「市町
村生活排水処理計画」の見直し等へ技術
的支援を行い、下水道や合併処理浄化槽
等の生活排水処理施設の効率的・効果的
な整備を促進しました。
また、「大阪府生活排水対策推進月間」
（２月）を中心にイベントや街頭啓発を通じ
て、家庭でできる生活排水対策の実践の
浸透を図りました。

22

5,494

当初の目標どおり、
事業場への立入・採
水検査を実施し、排
水基準の遵守指導を
行いました。

引き続き事業場へ
の立入・採水検査を
実施し、排水基準の
遵守指導に取り組
みます。

2-4-2-2
水質汚濁
防止の事
業所規制

継続

水質汚濁防止法、瀬戸内
海環境保全特別措置法、
ダイオキシン類対策特別
措置法及び大阪府生活
環境の保全等に関する条
例に基づき、事業所に対
して水質汚濁物質等の排
出規制及び有害物質の
地下浸透規制を行い、水
質環境基準の達成及び
有害物質による地下水汚
染の防止を図ること。

法・条例に基づく施設の設置・変更の事前
届出を義務付け、生物化学的酸素要求量
（BOD）や有害物質等の排水基準、設備
構造基準に適合しているかを審査し、必
要に応じ指導を行いました。
また、規制の実効性を確保するため、届
出施設等について立入・採水検査を実施
し、排水基準や施設等の構造基準の遵守
指導を行いました。

6
14

2-4-2-1
総量削減
計画の進
行管理

継続

府内から発生し大阪湾に
流入する化学的酸素要
求量（COD）、窒素（Ｔ－
Ｎ）、りん（Ｔ－Ｐ）の量を
削減し、閉鎖性水域であ
る大阪湾の水環境の改
善を図ること。

COD、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐに係る第８次総量削減
計画の進行管理を行うため、関係機関等
から入手した各種データの整理を行うこと
により、発生負荷量を把握しました。
また、同計画に基づく水環境の改善に向
けた対策を推進する上で必要なデータを
得るため、湾奥部の高閉鎖性水域におけ
る調査を行いました。

1,192
大阪湾に流入する負
荷量が削減されたこ
とを把握できました。

引き続き、負荷量の
削減に向けた取組
みを進めるとともに、
負荷量の把握を行
います。

引き続き、解体現場
等への立入検査を
実施するとともに、Ｓ
ＴＯＰアスベストキッ
クオフ宣言の連名者
の増加を図り、適正
な石綿飛散防止対
策の周知に努めま
す。

3
9
11

2-4-1-7

アスベスト
飛散防止
対策等の

推進

継続

府民の健康を守るため、
大気汚染防止法及び大
阪府生活環境の保全等
に関する条例に基づく立
入検査、石綿濃度測定等
を行い、建築物等の解
体・改造・補修に係るアス
ベスト飛散防止の徹底を
図ること。

アスベストの飛散防止対策を強化するた
め、建設リサイクル法の届出情報を活用
し、事前調査の内容確認や届出対象規模
未満の解体現場等への立入検査を実施し
ました。
特に「アスベスト飛散防止推進月間」と位
置付けている６月と12月に解体現場パト
ロールを実施するとともに、６月には、府
民・事業者を対象とした飛散防止対策セミ
ナーを実施し、12月には、関係団体・市町
村と「大阪府「みんなで防止！！石綿飛
散」推進会議」を開催し、徹底した石綿飛
散防止対策の周知の取組みの共有を行
いました。

1,255

届出対象解体現場
等のほか、条例届出
対象規模未満の解
体現場等へも建設リ
サイクル法の届出情
報を活用して立入検
査を実施しました。
また、建築物解体時
の石綿飛散防止のた
めの行動宣言（ＳＴＯ
Ｐアスベスト　キック
オフ宣言）の連名団
体（当初の13団体か
ら35団体に増加）とと
もに、府民に適正な
石綿飛散防止対策に
ついて周知しました。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
・浄化槽設置整備事業（個人設置型）　12市町村
・浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）　4市

・浄化槽設置整備事業（個人設置型）　38基設置（10市町村）
・浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）　26基設置（5市）

☆☆☆

2017
・浄化槽設置整備事業（個人設置型）　12市町村
・浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）　5市

・浄化槽設置整備事業（個人設置型）　50基設置（11市町村）
・浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）　54基設置（5市）

☆☆☆

2018

・大阪湾の魅力を発掘・発信するためのフォトコンテストを実施
・大阪湾フォーラムの開催、フィッシングショー等のイベントへの出展
６回
　【参考】2017年度のイベントへの出展回数　６回
・モニタリングによる大阪湾の水質の状況把握
　【参考】2017年度の水質一斉調査には36の機関が参加し、陸域も
含めると547地点で調査を実施

・大阪湾の魅力を発掘・発信するためのフォトコンテストを実施し、入賞
者表彰式を開催するとともに、入賞作品の巡回展示を南海なんば駅・
関西国際空港・大阪府庁（本館・咲洲庁舎）で実施
・鉄道事業者と協働し、エコツーリズムを実施（２回）
・大阪湾フォーラムの開催、フィッシングショー等のイベントへの出展　６
回
・常時監視及び大阪湾再生水質一斉調査による大阪湾の水質モニタリ
ングの実施（36機関により一斉調査546地点）

☆☆☆

2017

・湾奥部における過度な栄養塩類の偏在の解消など、「豊かな大阪
湾」を実現する具体的な手法について、企業・大学等と連携して検
討
・鉄道事業者と協働し、エコツーリズムを推進
・大阪湾フォーラムの開催、フィッシングショー等のイベントへの出展
【参考】2016年度のイベントへの出展回数　9回
・モニタリングによる大阪湾の水質の状況把握
【参考】2016年度の水質一斉調査には36の機関が参加し、陸域も含
めると525地点で調査を実施

・企業や大学等の専門家と関係行政機関から構成される懇話会を設置
し、湾奥部における課題を解決する手法等について情報交換・意見交
換を実施

・鉄道事業者と協働し、エコツーリズムを実施（２回）

・大阪湾フォーラムの開催、フィッシングショー等のイベントへの出展　５
回

・常時監視及び大阪湾再生水質一斉調査による大阪湾の水質モニタリ
ングの実施（常時監視22地点、一斉調査547地点）

☆☆☆

2018
・攪拌ブロック礁を岸和田市沖に設置し、１haの漁場環境整備を実
施

・攪拌ブロック礁を岸和田市沖に設置し、１haの漁場環境整備を実施 ☆☆☆

2017
攪拌ブロック礁を岸和田市沖に設置し、2haの漁場環境整備を実
施。

攪拌ブロック53基を岸和田市沖（岸和田南・泉佐野北漁場）に設置し、
2haの漁場環境整備を実施

☆☆☆

2018

下水道普及率の向上
【参考】2016年度末現在　下水道普及率　96.1％
施設整備内容
　合流式下水道の改善　 ２箇所
　下水処理機能の計画的な維持保全　34箇所
　（うち、水みらいセンター12箇所、ポンプ場22箇所）

下水道普及率の向上
【参考】下水道普及率96.3%（2017年度末現在）
施設整備内容
寺島貯留施設（合流改善施設）、小阪合ポンプ場（分合流切り離し）を整
備中。
川俣水みらいセンター他（監視制御設備更新）、桑才ポンプ場他（雨水
ポンプ設備更新）を整備中。（水みらいセンター12箇所、ポンプ場18箇
所）

☆☆

2017

下水道普及率の向上
【参考】下水道普及率95.８%（201５年度末現在）
施設整備内容
　水処理（高度処理）整備　３箇所
合流式の改善　　　　　　５箇所

下水道普及率の向上
【参考】下水道普及率96.1%（2016年度末現在）
施設整備内容
寝屋川流域なわて水みらいセンター増設分を供用開始（38,000㎥/日）
寺島貯留施設（合流改善施設）、小阪合ポンプ場（分合流切り離し）を整
備中。

☆☆

6

財源等の問題もあり
施設整備に遅れを生
じていますが、現有
施設運転の工夫など
により対応していま
す。

引き続き、下水道普
及率の向上に取り
組みます。

6
14

2-4-2-7
流域下水
道事業の

推進
継続

流域下水道の整備を進
めることにより、公共用水
域の水質改善を促進し、
BODの環境保全目標の
達成率の向上及び閉鎖
性水域の富栄養化の軽
減を図ること。

大阪府の下水道普及率は96％を超えてお
り、水みらいセンター（下水処理場）や流
域下水道幹線などの基幹施設は概成して
いることから、管渠、ポンプ場、水みらいセ
ンターの計画的な改築など下水道の機能
維持に取り組み、引き続き大阪湾や河川
等の公共用水域の水質改善を図りまし
た。
また、水みらいセンターとポンプ場におい
ては、合流式下水道の改善を推進しまし
た。

30,890,841

44,765

補正予算も加え、予
定の基数は、ほぼ計
画どおり実施できま
した。

引き続き調査を行
い、造成漁場の整備
効果を把握します。

2-4-2-6
大阪湾漁
場環境整
備事業

継続

貧酸素水塊の発生及び
栄養塩が滞留している海
域に攪拌ブロック礁を設
置し、底層から表層にか
けて湧昇流や攪拌流を発
生させ、海域環境の改善
を行うとともに栄養塩を緩
やかに南下させること。

岸和田市沖の一般海域に潮流攪拌機能
を持つブロック礁を設置し、海水中への栄
養塩の供給や底質への酸素の供給など、
魚介類の生育環境の向上を図りました。
また、2014～201７年度に設置した整備済
み工区（岸和田市北部）で、栄養塩の巻き
上げ、溶存酸素濃度の改善、底質の硫化
合物濃度の改善効果などを把握しました。

6
12
14

2-4-2-5

豊かな大阪
湾の創出に
向けた取組
みの推進

継続

大阪湾流域の自治体等
の関係機関と連携し、大
阪湾の水質改善・汚濁防
止を図ることにより豊かな
大阪湾の創出を目指すこ
と。

「瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府
計画」に基づき、豊かな大阪湾の創出に
向けた取組みを推進しました。
また、大阪湾沿岸23自治体で構成する｢大
阪湾環境保全協議会｣において、大阪湾
の環境保全を啓発しました。
さらに、大阪湾再生推進会議（事務局：近
畿地方整備局、国・府県・市等で構成）が
策定した「大阪湾再生行動計画」に基づ
き、総量規制や生活排水対策、水質一斉
調査などを実施し、関係機関と連携しなが
ら大阪湾の水質改善を推進しました。

1,215

大阪湾フォトコンテス
ト等イベントの開催・
出展により大阪湾の
環境保全について啓
発できました。
大阪湾の水質の状
況について把握でき
ました。

引き続き、大阪湾の
水質状況の把握に
努め、「瀬戸内海の
環境の保全に関す
る大阪府計画」の推
進、環境保全の啓
発に取り組みます。

引き続き府費補助
金を交付するなど、
より一層の浄化槽整
備を図ります。

62-4-2-4
浄化槽整
備事業の

推進
継続

生活排水対策やトイレの
水洗化による生活環境の
改善のために、合併処理
浄化槽の整備を推進する
こと。

個人が浄化槽を設置する際の費用の一
部を助成する「浄化槽設置整備事業（個
人設置型）」及び市町村が主体となって各
戸に浄化槽を整備し、住民から使用料を
徴収して管理運営する「浄化槽市町村整
備推進事業（市町村設置型）」を実施する
市町村に対して、引き続き府費補助金を
交付するなど、より一層の浄化槽整備を
図りました。

17,879

浄化槽が設置された
ことにより、河川等の
水質の改善に寄与し
たと考えられます。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・環境リスクの高い化学物質の排出を削減する。
【参考】
PRTR法に基づく届出件数　1,584件（2016年度）
条例に基づく届出件数1,321件（2016年度）
環境リスクの高い化学物質の排出量10,800トン（PRTR法対象物質
4,140トンを含む）
（2015年度）

・排出量等の届出件数：　PRTR法1,482件、条例1,254件
・環境リスクの高い化学物質の排出量11,300トン（PRTR法対象物質
4,221トンを含む）（2017年度実績）

☆☆☆
（一部、
2017年度
のデータ
で評価)

2017

環境リスクの高い化学物質の排出を削減する。
【参考】PRTR法に基づく届出件数　1,601件（2015年度）
条例に基づく届出件数1,352件（2015年度）
環境リスクの高い化学物質の排出量11,600トン（PRTR法対象物質
4,342トンを含む）
（2014年度実績）

・排出量等の届出件数：　PRTR法1,536件、条例1,301件
・環境リスクの高い化学物質の排出量11,100トン（PRTR法対象物質
4,312トンを含む）（2016年度実績）

☆☆☆
（一部、
2016年度
のデータ
で評価)

2018

・届出された化学物質管理計画書の進捗状況の把握、立入検査等
による対策推進の指導を行い、大規模災害に備えた事業者による
化学物質の自主的管理の強化を促進
【参考】2016年度実績
・大規模災害に備えたリスク低減対策に関する化学物質管理計画
書の届出件数157件
（2014から2016年度までの累計：486件）
・立入検査実施件数　102件

・大規模災害に備えたリスク低減対策に関する管理計画書の届出件
数：513件（2018年度までの累計）
・立入検査件数：98件

☆☆☆

2017

届出された化学物質管理計画書の進捗状況の把握、立入検査等に
よる対策推進の指導を行い、大規模災害に備えた事業者による化
学物質の自主的管理の強化を促進
【参考】大規模災害に備えたリスク低減対策に関する化学物質管理
計画書の届出件数167件（2015年度）
立入検査実施件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145件
（2015年度）

・大規模災害に備えたリスク低減対策に関する管理計画書の届出件
数：498件（2017年度までの累計）
・立入検査件数：87件

☆☆☆

2018

・大阪エコ農産物認証面積　563ha
【参考】2016年度実績
・大阪エコ農産物認証面積：556.7ha

認証面積：529ha
認証件数：4,903件

☆☆☆

2017 大阪エコ農産物栽培面積　２ha増
認証面積：563.0ha（6.3ha増加）
認証件数：4,747件

☆☆☆

Ⅱ－４　健康で安心して暮らせる社会の構築（３）　～　化学物質のリスク管理を推進するために　～

2
3
8
9
12
17

18,335

大阪エコ農産物認証
面積については、台
風21号被害ほ場での
申請減少等により、
目標値を約6％下回
りましたが、認証件
数は増加しました。

引き続き環境負荷
の軽減した技術の
啓発に努めます。

2-4-3-3
大阪エコ農
業の推進

継続

農業の環境への負荷軽
減を進め、環境保全と生
産性の調和と農業経営面
（採算性）に留意した大阪
エコ農業を推進すること。

化学合成農薬と化学肥料の使用を従来の
半分以下で生産した農産物を「大阪エコ農
産物」として認証する制度を推進しました。
2017年度からは「農薬・化学肥料（チッソ）
不使用」の認証区分を追加しました。
また、このような栽培をした上で、さらに地
球温暖化や生物多様性に効果の高い取
組みをする農業生産活動に対し支援を実
施しました。また、（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所と連携し病害虫防除に
関する調査研究等を行いました。
（地球温暖化や生物多様性に効果の高い
取組みの例）
・炭素貯留効果の高い堆肥の使用：カ
バークロップの作付け（水稲を栽培する前
の水田にレンゲを栽培し土を豊かにする）
等
・化学合成農薬や化学肥料を全く使わな
い有機農業：生物農薬の使用等
・農薬使用量の低減：飛ばないテントウム
シや捕食性カブリダニ類などの天敵活用
等

3
6
11
12

2-4-3-2

大規模災
害時におけ
る化学物質
による環境
リスク低減
対策の推

進

継続

大規模災害に備えた事業
者による化学物質の自主
的管理の強化を図るこ
と。

事業者に対し、南海トラフ巨大地震等の大
規模災害時の化学物質による環境リスク
を把握し、その低減方策を検討・実施した
管理計画書を、2014年度から2016年度ま
での3年間で、段階的に届出ることを求め
ました。
届出された計画書に沿って対策が行われ
ていくよう進捗状況を把握するとともに、引
き続き、立入検査等により対策推進の指
導を行いました。
さらに、届出対象規模未満の事業所を有
する事業者に対しても、業界団体を通じ
て、対策手法や事例等について情報提供
を行うことにより対策の検討・実施を促進
しました。
また、災害時の消防活動をより安全なもの
にするため、事業者からの届出情報に基
づき、市町村消防部局に対し、化学物質
の取扱情報を定期的に提供しました。

-

説明会の開催等を通
じた制度の周知、立
入検査等を通じた管
理計画書の作成・届
出に係る指導、助言
により、対象事業所
すべてから管理計画
書が届出され、大規
模災害に備えた環境
リスクの低減対策を
推進する事業者の体
制が整いました。

届出された計画の
進捗状況を把握す
るとともに、立入検
査等により対策の実
施を指導します。さ
らに、届出対象規模
未満の事業所を有
する事業者に対して
も、業界団体を通じ
て、対策の検討・実
施を働きかけます。
また、災害時の消防
活動をより安全なも
のにするため、市町
村消防部局に対し、
事業者の化学物質
取扱情報を提供しま
す。

引き続き、環境リス
クの高い化学物質
の排出削減を図るた
め、ＰＲＴＲ法及び府
条例に基づき、化学
物質の排出量等の
届出を受理し、デー
タの集計・公表を行
うとともに、事業者に
対し指導・助言を行
います。

3
6
9
11
12

2-4-3-1

環境リスク
の高い化学
物質の排
出削減

継続
化学物質に係る環境リス
クを低減すること。

環境リスクの高い化学物質の排出削減を
図るため、ＰＲＴＲ法及び大阪府生活環境
の保全等に関する条例に基づき、化学物
質の排出量等の届出の受理、データの集
計・公表を行うとともに、事業者に対する
指導・助言を行いました。
また、排出量削減の効果を検証するた
め、有害大気汚染物質モニタリング等の
測定データを活用し、環境中への排出量
データと環境濃度の経年的な傾向及びそ
の関連性等について比較検討を進めまし
た。

216

PRTR法及び府条例
の届出の受理、デー
タの集計・公表を行う
ととともに、事業者に
対し、指導・助言を行
うことにより、化学物
質の排出削減に向け
た事業者の取組みを
一層促進しました。



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・化学物質対策に関するセミナーを開催し、府民・事業者・行政の対
話の促進に努める。
【参考】2016年度実績
・化学物質対策セミナー　１回開催（372人参加）

化学物質対策セミナー開催：1回（399人参加） ☆☆☆

2017
化学物質対策に関するセミナーを開催し、府民・事業者・行政の対
話の促進に努める。
【参考】化学物質対策セミナー　１回開催(425人参加)（2015年度）

化学物質対策セミナー開催：1回（501人参加） ☆☆☆

2018

・土壌汚染状況調査、汚染の除去等の措置、地下水汚染対策等の
指導
【参考】2016年度実績
・形質変更届出件数　45件
・調査結果報告件数（法・条例・自主）　8件

土壌汚染状況調査・対策が適切に行われるよう土地の所有者等に対し
指導を行いました。また、有害物質を使用している事業場に対して、土
壌・地下水汚染の未然防止策について指導しました。

【参考】
・形質変更届出件数：45件
・調査結果報告件数（法・条例・自主）：8件

☆☆☆

2017

土壌汚染状況調査、汚染の除去等の措置、地下水汚染対策等の指
導
【参考】形質変更届出件数：48件（2015年度）
調査結果報告件数（法・条例・自主）：19件（2015年度）

土壌汚染状況調査・対策が適切に行われるよう土地の所有者等に対し
指導を行いました。また、有害物質を使用している事業場に対して、土
壌・地下水汚染の未然防止策について指導しました。

【参考】
・形質変更届出件数：42件
・調査結果報告件数（法・条例・自主）：9件

☆☆☆

2018

・実感できるみどりづくり事業による緑化促進
「実感・みどり事業者」が行う緑陰等の整備及び緑化促進活動　６地
区
・みどりの風促進区域での地域の緑化プラン策定、緑化施設の整備
４地区
【参考】2016年度実績
・実感できるみどりづくり事業による緑化促進
　「実感・みどり事業者」が行う緑陰等の整備及び緑化促進活動　３
地区　緑化整備面積　2,874m2
緑化促進活動面積　393,200m2

・「実感・みどり事業者」が行う、緑陰や府民が憩える緑化施設の整備等
１地区
・みどりの風促進区域で、地域単位の緑化プラン策定、緑化施設の整
備等　５地区

☆☆

2017

・「実感・みどり事業者」が行う、緑陰や府民が憩える緑化施設の整
備等　６地区
・みどりの風促進区域およびその周辺において街区単位での地域
の緑化プラン策定、緑化施設の整備等　４地区

・「実感・みどり事業者」が行う、緑陰や府民が憩える緑化施設の整備等
２地区
・みどりの風促進区域で、地域単位の緑化プラン策定、緑化施設の整
備等　０地区
・その他、みどりの風促進区域での企業等による緑化施設整備　　４地
区

☆☆

2018
・子育て施設の内装木質化　43施設
【参考】2016年度実績
・子育て施設の内装木質化　38施設

子育て施設の内装木質化　31施設 ☆☆☆

2017 子育て施設の内装木質化　40園
森林の大切さや木材に対する理解を深める木育の促進

・合計31施設を木質化。
☆☆☆

Ⅲ　魅力と活力ある快適な地域づくりの推進

4
15

46,175

2016～2018年度合
計100施設において
実施した木質化を通
して、「木育」の促進
を実現した。

子育て施設の内装
木質化を通して「木
育」の促進を図ると
ともに、木材利用の
拡大に努めます。

3-2
子育て施設
木のぬくも
り推進事業

継続

保育所や幼稚園の子育
て施設の床や壁といった
内装の木質化を進めるこ
とで、木材利用を促進し、
木質化の効果をPRすると
ともに、森林の大切さや
木材に対する理解を深め
る「木育」の促進を図るこ
と。

内装の木質化を実施する幼稚園及び認可
保育所（認定こども園を含む）に対して補
助を行いました。
子どもの育成環境に良い効果を与え、森
林の大切さや木材に対する理解を深める
「木育」の促進を図るとともに、木材利用
の拡大により森林の手入れが進むという
流れが形成されることで、良好な森林環境
の保全につながりました。

11
13
14
17

3-1

「みどりの
風を感じる
大都市・大
阪」の推進

継続

都市魅力の向上につなげ
る都市緑化を一層前に進
めていくため、部局連携
による取組みを進め、民
間主体の面的・線的なみ
どりのまちづくりの促進等
により、みどり豊かな魅力
あふれる大阪の実現を図
ること。

「実感できるみどりづくり事業」により、まち
なかでの民間事業者やまちづくり協議会
等が主体となった街区単位等のみどりの
まちづくり、「みどりの風促進区域（※）」で
の民間事業者や地域住民が連携して取り
組む沿道での緑化活動について、緑化施
設整備や緑化プランの作成等にかかる経
費を補助しました。
○実感できるみどりづくり事業の概要
・市街地中心部や駅前等で、緑陰等の整
備とあわせて、周辺地域への緑化促進活
動に取り組む民間事業者を、「実感・みど
り事業者」として認定し、事業者が行なう
緑陰等の整備、街区単位等での緑化プラ
ンの策定、緑化プランに基く周辺地域での
緑化施設整備にかかる経費を補助しま
す。
・緑化意欲の高い「まちづくり協議会」やみ
どりの風促進区域での民間事業者や地域
住民が連携して行なう緑化プランの策定
や緑化プランに基づく緑化施設整備にか
かる経費を補助します。
（※）「みどりの風促進区域」
道路など公共空間と沿線民有地を一体的
に緑化し、海と山をつなぐみどりの軸線の
形成を目指すもの。
街路樹等の公共空間のみどりの充実と併
せ、沿線民有地等の緑化支援、民間建築
物への都市計画手法（容積率、建ぺい率
の緩和等）等による緑化誘導を実施。
○その他
　みどりづくり推進事業、地域緑化推進事
業，みんなで育てる花いっぱいプロジェク
ト、マイツリー事業　　　　など

27,667

応募件数が想定より
少なかったものの、
計６地区において、
新たなみどりが創出
がされました。

引き続き、府HPや各
種イベント等におい
て積極的にＰＲを実
施するとともに、造
園業や設計コンサル
タント、不動産業な
ど様々な民間団体
等を訪問し、事業内
容を周知します。
併せて、市町村の開
発窓口を通じて開発
事業者等に事業内
容の周知を呼びか
けるなど、民間企業
等への周知を強化
することで、応募件
数の増加を目指しま
す。

今後も引き続き、
法・条例に基づく土
地所有者等への指
導を適切に推進しま
す。

3
6

3
4
6
11
12

2-4-3-5
土壌･地下
水汚染対
策の推進

継続

土壌汚染の早期発見、汚
染土壌の適正な管理・処
理による周辺住民の健康
影響の防止、事業場にお
ける土壌汚染の未然防
止及び地下水汚染対策
を推進すること。

土壌汚染による府民の健康影響の防止を
図るため、土壌汚染対策法及び大阪府生
活環境の保全等に関する条例に基づき、
引き続き土地の所有者等が行う土壌汚染
の状況調査や汚染の除去等の措置につ
いて指導を行いました。
また、有害物質を使用している事業場に
おける土壌汚染の未然防止のための漏え
い防止対策や、事業者による地下水汚染
対策が適切に推進されるよう指導を行い
ました。
2017年5月に土壌汚染対策法が改正さ
れ、土地の汚染状況を把握する機会の拡
大などが行われることとなったため、改正
された土壌汚染対策法と整合した、条例
に基づく土壌汚染対策のあり方について、
2018年度に引き続き検討を行い、とりまと
め結果に基づいて条例を改正しました。

219

報告された調査・対
策について指導し、
事業を適切に推進し
ました。

化学物質対策セミ
ナーにおいて、リスク
コミュニケーションに
関する講演を行い、
リスクコミュニケー
ションの重要性等に
ついて事業者の理解
を深めることができま
した。

引き続き、化学物質
対策に関するセミ
ナー等の開催によ
り、府民・事業者・行
政の対話の推進に
努めます。

2-4-3-4

化学物質に
関するリス
クコミュニ
ケーション

の推進

継続

化学物質による環境リス
クに関する科学的な知
見・情報を府民・事業者・
行政が共有し、相互理解
を深めるための対話であ
る「リスクコミュニケーショ
ン」の取組みを推進する
こと。

化学物質の排出削減やリスクコミュニケー
ションの重要性について、府民・事業者等
の理解を深めるため、化学物質対策に関
するセミナーを開催し、府民・事業者・行政
の対話の推進を図りました。

－



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
・街路樹の更新・補植　高木：810本　低木：1,720本
【参考】2016年度実績
・街路樹の更新・補植　高木：426本　低木：約9,800本

・街路樹の更新・補植　高木：264本　低木：8,157本
【参考】2017年度実績
・街路樹の更新・補植　高木：285本　低木：約8,839本

☆☆☆

2017 街路樹の更新・補植　　高木：810本　　低木：1,720本
主に重要路線における街路樹の樹木更新を含めた植栽工事、維持管
理業務を行いました。
（植栽本数）高木：283本、中低木：約10,256本

☆☆☆

2018
・「大阪美しい景観づくり推進会議」の開催　１回
・「大阪都市景観建築賞」の実施

・2019年３月に大阪美しい景観づくり推進会議の総会・講習会を実施し
ました。
・大阪都市景観建築賞では、府民、市民から景観上優れた「建物」、「建
物を中心としたまちなみ」を推薦してもらい、その中から周辺環境の向
上に資し、かつ景観上優れたものを表彰すること等により、個性と風格
のある都市景観の形成に寄与するとともに、都市景観に対する意識の
高揚を図りました。

☆☆☆

2017
・「大阪美しい景観づくり推進会議」の開催
・「大阪都市景観建築賞」の実施

・2018年３月に大阪美しい景観づくり推進会議の総会・講習会を実施し
ました。
・大阪都市景観建築賞では、府民、市民から景観上優れた「建物」、「建
物を中心としたまちなみ」を推薦してもらい、その中から周辺環境の向
上に資し、かつ景観上優れたものを表彰すること等により、個性と風格
のある都市景観の形成に寄与するとともに、都市景観に対する意識の
高揚を図りました。

☆☆☆

2018

・文化財指定、登録の推進　　６件
・文化財保存修理等補助事業　10件
【参考】2016年度実績
・文化財指定、登録の推進　64件（指定４件、登録60件）
・文化財保存修理等補助事業　13件

・文化財指定、登録の推進　　４１件
・文化財保存修理等補助事業　２０件

☆☆☆☆

2017
・文化財指定、登録の推進　　６件
・文化財保存修理等補助事業　10件

・文化財指定、登録の推進　　５２件
・文化財保存修理等補助事業　１４件

☆☆☆

2018

・自動車騒音調査の実施　10町村域
　（自動車騒音に係る環境基準の達成率：94.1%（2015年度））
・航空機騒音調査の実施（大阪国際空港周辺：通年３地点、短期２
地点、関西国際空港周辺：短期２地点）
・市町村研修会の開催　３回
・子ども施設環境配慮手引書活用セミナーの開催　１回
【参考】2016年度実績
・自動車騒音調査の実施　10町村域
・航空機騒音調査の実施（大阪国際空港周辺：通年３地点、短期２
地点、関西国際空港周辺：短期２地点）
・市町村研修会の開催　３回
・子ども施設と地域との共生シンポジウムの開催　１回

・自動車騒音調査について10町村域で実施
【参考】幹線道路沿道における環境保全目標の達成率は横ばい（2017
年度　94.1％（評価戸数877千戸））
・航空機騒音の測定について
　　大阪国際空港周辺では、５地点のうち、１地点で環境保全目標を達
成
　　関西国際空港周辺では、２地点全てで環境保全目標を達成
・市町村研修会　年間３回開催
・「子ども施設環境配慮手引書」の活用事例のHP開設

☆☆☆

2017

・自動車騒音調査　10町村域について実施
・航空機騒音調査（大阪国際空港周辺：通年３地点、短期２地点、関
西国際空港周辺：短期２地点）
・市町村研修会　年間３回開催
【参考】自動車騒音に係る環境基準の達成率：94.2%（2014年度）

・自動車騒音調査について10町村域で実施
【参考】幹線道路沿道における環境保全目標の達成率は横ばい（2016
年度　94.1％（評価戸数872千戸））
・航空機騒音の測定について
　　大阪国際空港周辺では、５地点のうち、２地点で環境保全目標を達
成
　　関西国際空港周辺では、２地点全てで環境保全目標を達成
・市町村研修会　年間３回開催

☆☆☆

9
11

9,968

幹線道路沿道におけ
る環境保全目標の達
成率は、緩やかな改
善傾向。
航空機騒音の環境
保全目標達成状況に
ついても計画通り把
握し、関係機関に対
策を働きかけました。

引き続き環境保全
目標の達成率を把
握するとともに、関
係機関と連携して騒
音対策の推進を図り
ます。

3-6
騒音・振動

の防止
継続

工場・事業場、建設作業
及び道路等からの騒音・
振動を防止し、生活環境
の保全を図ること。

幹線道路沿道における自動車騒音、大阪
国際空港及び関西国際空港の周辺地域
における航空機騒音、新幹線鉄道騒音に
係る環境基準の達成状況を把握し、関係
機関に低騒音舗装や低騒音型機材への
代替などの対策の推進を働きかけまし
た。
また、工場及び建設作業等の騒音・振動
の規制権限を有する市町村において規
制・指導の徹底が図られるよう、必要な技
術的支援を行いました。
さらに、2016年度に作成した「子ども施設
環境配慮手引書」の活用事例等を紹介す
るセミナーを開催し、子ども施設における
騒音等の苦情を未然に防止し、施設と地
域との共生を応援しました。

113-5

指定文化
財等の保
全・活用と
次世代へ
の継承

継続

大阪府の誇る指定文化
財等の貴重な文化遺産を
適切に保存・活用すると
ともに、これを確実に次世
代に継承することによっ
て、郷土への誇りや伝
統・文化を尊重する心を
育むこと。

大阪府内に所在する各種文化財の把握
に努め、特に価値が高いものについて
は、文化財指定等による保存の措置を講
じました。
また永くこれを伝えていくため、必要な修
理や防災設備の新設・点検・改修等が滞
りなく進められるよう、専門的見地からの
技術的支援を行うとともに、必要な場合は
補助事業として財政的支援を行いました。

21,071

文化財指定、登録で
は想定を大きく上回
る成果を得ることが
できました。補助事
業についても想定以
上の成果を得まし
た。

引き続き指定、登録
を推進し、修理等の
補助事業を実施す

ることにより、文化財
の保存に努めます。

今後も引き続き、取
組みを継続します。

11

11
13
15

3-4
美しい景観
づくり推進

事業
継続

「大阪府景観計画」等に
よる適切な規制誘導の実
施や、景観資源の発掘及
び情報発信等を通じて、
良好な景観形成を図るこ
と。

「大阪府景観計画」等による適切な規制誘
導を実施し、良好な景観形成を図りまし
た。
また、府民・事業者・行政による「大阪美し
い景観づくり推進会議」の実施、地域の優
れた景観資源の発掘・情報発信、景観上
優れた建物等を表彰する「大阪都市景観
建築賞」の実施などを通じて、府民等の景
観に対する関心づくりに取り組み、良好な
景観形成につなげました。

722

年度当初に予定して
いた内容を実施し、

景観に対する意識の
醸成を図りました。

想定どおり樹木更新
作業を含めた植栽工
事・維持管理作業に
より、良好な道路環
境の創出が実施でき
ました。

今後も引き続き、取
組みを継続します。

3-3
府道緑化

事業
継続

都市の景観形成や環境
改善等多様な役割を果た
す街路樹を、適切に維持
管理を行い、良好な道路
環境整備を推進するこ
と。

劣化や腐朽による倒木や枝折れ、道路構
造との不適合による根上がり等を引き起
こす可能性のある街路樹については、大
阪府都市基盤施設長寿命化計画に基づ
き、路線の重要度、樹木の健全度、植栽
基盤の状況などから優先順位を設定し、
順次樹木更新を実施しました。また、定期
的な点検を行うことで、倒木や枝折れの発
生を予防し、良好な道路環境の創出を図
りました。

834,325



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
・予定路線：国道479号、大阪中央環状線　等
【参考】2016年度実績
国道170号、大阪高槻京都線、京都守口線、大阪中央環状線　等

・国道423号、大阪中央環状線　等
☆☆☆

2017 予定路線：国道307号、大阪中央環状線　等 大阪中央環状線、大阪臨海線、堺阪南線等 ☆☆☆

2018 ・新たなクールスポットを創出　2件

モデルとなる先進的なクールスポットを整備する事業の公募を実施し
（応募1事業）、大阪府環境・みどり活動促進部会における審査を踏まえ
て１事業を採択し、クールスポットを整備。
　　・大阪経済大学クールスポット整備事業（大阪市東淀川区）

☆☆

2017 新たなクールスポットを創出　2件

モデルとなる先進的なクールスポットを整備する事業の公募を実施し
（応募２事業）、大阪府環境・みどり活動促進部会における審査を踏ま
えて１事業を採択し、クールスポットを整備。
　　・難波センター街商店街クールスポット事業（大阪市）

☆☆

2018

・市町村からの悪臭規制、指導に関する問合せへの対応
・悪臭防止法施行状況調査の取りまとめ
・市町村悪臭規制担当職員研修会の実施　１回
【参考】2016年度実績
・市町村悪臭規制担当職員研修会の実施　１回

・市町村からの悪臭規制、指導に関する問合せへの対応。
・悪臭防止法施行状況調査の取りまとめ。
・市町村悪臭規制担当職員研修会の実施（10月12日）

☆☆☆

2017
・市町村からの悪臭規制、指導に関する問合せへの対応。
・悪臭防止法施行状況調査の取りまとめ。
・市町村悪臭規制担当職員研修会の実施（年1回）。

・市町村からの悪臭規制、指導に関する問合せへの対応。
・悪臭防止法施行状況調査の取りまとめ。
・市町村悪臭規制担当職員研修会の実施（９月１５日）

☆☆☆

2018

・工業用水法に基づく許可、地下水採取量報告徴収
・地盤沈下量、地下水位の観測　15箇所
【参考】2016年度末時点
・工業用水法に基づく許可件数　77件
・地下水採取量報告徴収対象件数　1,404件

・地盤沈下の未然防止のため、工業用水法に基づく許可に係る審査を
行うほか、地下水の採取量について報告の徴収を行いました。また、地
盤沈下観測所において地盤沈下量と地下水位の観測を行いました。
【参考】
・地盤沈下量、地下水位の観測（15か所）
・工業用水法に基づく許可を受けている井戸の件数　76件
・地下水採取量報告徴収件数　1,353件

☆☆☆

2017

・工業用水法に基づく許可、地下水採取量報告徴収
・地盤沈下量、地下水位の観測（15か所）
【参考工業用水法に基づく許可を受けている井戸の件数　79件
（2015年度末）
地下水採取量報告徴収対象件数　1,716件（2015年度末）

・地盤沈下の未然防止のため、工業用水法に基づく許可に係る審査を
行うほか、地下水の採取量について報告の徴収を行いました。また、地
盤沈下観測所において地盤沈下量と地下水位の観測を行いました。
【参考】
・地盤沈下量、地下水位の観測（15か所）
・工業用水法に基づく許可を受けている井戸の件数　77件
・地下水採取量報告徴収件数　1,347件

☆☆☆

112,781

許可に係る審査や報
告徴収及び地盤沈
下量の観測等によ
り、地盤沈下の未然
防止を図ることがで
きました。

今後も許可に係る審
査、報告徴収及び地
盤沈下量の観測等
を継続して行いま
す。

3-10
地盤沈下

対策に係る
規制指導

継続

地盤沈下を未然に防止す
るため、工業用水法及び
大阪府生活環境の保全
等に関する条例に基づく
地下水採取の規制等を
行うこと。

工業用水法及び大阪府生活環境の保全
等に関する条例に基づく許可の審査のほ
か、地下水採取の実態を把握するため、
地下水の採取量について報告の徴収を行
い、必要に応じ事業者に対し指導を実施し
ました。
また、府内の地盤沈下の状況を把握する
ため、計15箇所の地盤沈下・地下水位観
測所において地盤沈下量と地下水位の観
測を行いました。

3
11

3-9

悪臭防止
規制指導に
関する市町

村支援

継続

悪臭規制事務を担当する
府内の市町村が適正な
悪臭規制を推進できるよ
う市町村への支援を行う
こと。

市町村からの悪臭規制、指導に関する問
合せの対応や悪臭防止法施行状況調査
の取りまとめを通して、悪臭規制事務で市
町村が苦慮している点や府内の悪臭苦情
の現状を把握しました。
そのうえで市町村職員を対象に研修会を
開催し、臭気測定実習等の技術的支援を
行うほか、各市町村での悪臭苦情事例等
の情報共有や意見交換の場を設けること
で、事務の処理方法や悪臭苦情の対応方
法等の習得を支援しました。
なお、近年の悪臭苦情は工場から発生す
る単一の匂い物質のほか、飲食店等から
発生する様々な匂い物質が入り混じった
いわゆる複合臭の事例が多いことから、こ
れまでの特定悪臭物質規制に代わり、府
民の悪臭に対する被害感覚と一致しやす
い「臭気指数規制」を市町村が導入するよ
う、情報提供などの支援を実施しました。

10

市町村職員対象の
研修会を開催（26市
町村33名参加）し、９
割の参加者が「参考
になった」と内容を評
価するなど、適正な
悪臭規制を推進する
ための支援を行うこ
とができました。

今後も引き続き、規
制権限を持つ市町
村への技術的支援
の取組みを継続しま
す。

・モデルとなる先進
的なクールスポット
を整備する事業の
公募を継続して実施
します。
・本事業で整備され
たクールスポットモ
デルを参考に、民間
事業者による府内の
クールスポットの普
及に繫げます。

9
11
13

11

3-8

クールス
ポットモデ
ル拠点推
進事業

継続
屋外空間における夏の昼
間の暑熱環境の改善を
図ること。

府域におけるクールスポットの増加を目指
し、モデルとなる先進的なクールスポットを
整備する事業を民間事業者から公募し、
緑化と併せ、遮熱塗装やミスト発生器等の
整備に係る費用の補助を行いました。

3,618

採択された１事業に
ついて、新たなクー
ルスポットモデルとし
て整備が完了しまし
た。

2018年度は3.4万㎡
の排水性舗装を施工
し、沿道環境の改善
を行いました。

今後も引き続き、取
組みを継続します。

3-7
沿道環境
改善事業

継続

府が管理する道路におい
て、騒音対策として低騒
音舗装（排水性舗装）を
実施し、沿道の環境改善
を図ること。

環境基準の達成状況が悪い区間（騒音対
策区間）において、路面の損傷状況に応じ
た補修を行う際に、低騒音舗装（排水性舗
装）を実施することにより、騒音の低減を
図り沿道環境を改善しました。

295,501



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・おおさかエコテック技術評価　2件
・展示会出展等　2回
・メールマガジンの発行　25件
【参考】2016年度実績
・おおさかエコテック技術評価　４件
・展示会出展等　６回
・メールマガジンの発行　25件

・おおさかエコテック技術評価　0件
・展示会出展等　4回
・メールマガジンの発行　18件

☆☆

2017
おおさかエコテック技術評価　５件
セミナー開催・展示会出展等　４回
メールマガジンの発行　25件

おおさかエコテック技術評価：0件
セミナー開催・展示会出展：4回
メールマガジンの発行：24件

☆☆

2018 採択企業毎に2回以上／年のフォロー 採択企業毎に2回以上／年のフォロー ☆☆☆

2017 採択企業毎に2回以上／年のフォロー 採択企業毎に2回/年のフォローを実施 ☆☆☆

2018 企業訪問件数　100件／年 企業訪問件数　185件／年 ☆☆☆☆

2017 企業訪問件数　100件／年 企業訪問件数　185件/年 ☆☆☆☆

Ⅳ　施策推進に当たっての視点

84-3

中小企業ス
マートエネ
ルギービジ
ネス拡大事

業

継続

成長が期待されているス
マートエネルギー分野
で、府内中小・ベンチャー
企業の優れた技術力を活
かしていくため、オープン
イノベーションの各種コー
ディネートを通じ、参入を
目指す意欲的な中小・ベ
ンチャー企業の支援を行
うことで、この分野への参
入促進及びビジネス拡大
を図ること。

【オープンイノベーションのコーディネート】
・スマートエネルギー関連の大手・中堅企
業（パートナー企業）で構成するプラット
フォーム「大阪スマートエネルギーパート
ナーズ」を運営。中小・ベンチャー企業の
技術提案をパートナー企業につなげること
で、オープンイノベーションをコーディネー
トしました。
・産業支援機関の専門アドバイザー等が
パートナー企業の技術ニーズを聞き取り、
中小企業等の技術提案につなげるクロー
ズド型のコーディネートに加え、技術ニー
ズとシーズをマッチングするためのニーズ
説明会について、参加者に制限を設けず
開催するフルオープン型や、アドバイザー
等に限定するセミオープン型のコーディ
ネートを実施し、コーディネート手法を多様
化しました。

【中小・ベンチャー企業への技術提案支
援】
・スマートエネルギー分野への参入を目指
す中小企業・ベンチャー企業を対象とした
戦略的技術提案講座、事業化支援セミ
ナーを開催し、オープンイノベーションによ
る当該分野への参入を後押ししました。

1,751

・大手・中堅企業により
多くのニーズを提供して
もらうために、従来のク
ローズド型に加え、技術
ニーズとシーズをマッチ
ングするためのニーズ説
明会について、参加者に
制限を設けず開催するフ
ルオープン型や、アドバ
イザー等に限定するセミ
オープン型のコーディ
ネートを実施し、コーディ
ネート手法を多様化し
た。その結果、新たな
ニーズ提出企業の増加
に繋がった。
・スマートエネルギー分
野での用途展開や技術
提案に意欲のある中小
企業等を対象としたセミ
ナー・戦略的技術講座を
実施した。
・水素関連産業への参
入を促進するため、中小
企業が有する高い技術
力と、水素ステーション
構成機器メーカー等が求
める「新技術ニーズ」との
マッチングを図る「水素
関連産業新技術ニーズ
説明会」を開催した。
・スマートエネルギー分
野への参入をめざす中
小・ベンチャー企業を支
援するプラットホームとし
て「おおさかスマエネイン
ダストリーネットワーク」
を設置した。

・「おおさかスマエネ
インダストリーネット
ワーク」の参加企業
の増加等を図るとと
もに、多様なコー
ディネート手法を用
いて「大阪スマートエ
ネルギーパートナー
ズ」のパートナー企
業とのオープンイノ
ベーションを推進し、
技術提案につなげ
る。また、企業訪問
等を通じ、スマートエ
ネルギー分野のビジ
ネス拡大に向けた、
企業フォローを実施
する。
・中小企業のスマー
トエネルギー分野へ
の参入を促進するた
め、セミナー開催や
新技術ニーズ説明
会を継続実施する。

従来の電池関連装
置や電池アプリケー
ションの研究開発等
に要する経費補助
に加えて、AI・IoT等
の第4次産業革命関
連技術等の府内で
の実証実験に要す
る経費補助を行い、
大阪企業のビジネス
チャンスづくり等に
つなげる。

7
9

3
6
7
8
9
11
12
13
14
15

4-2

新エネル
ギー産業電
池関連創
出事業

継続

蓄電池、水素・燃料電池
等の新たな市場・用途開
拓に向けて、商品化が期
待できる先進的な取組み
について、事業化を加速
させるため、その研究開
発や実証経費等の支援
を行うこと。

府内企業が取り組む、電池、電池の材
料、電池関連装置、ロボットをはじめとした
電池アプリケーションの研究開発・実証実
験等に要する経費を一部補助しました。

15,270

採択企業へ企業訪
問し、技術的な助言
をした。また、開発後
には、中小企業ス
マートエネルギービ
ジネス拡大事業を活
用した、大手・中堅企
業への技術提案を
コーディネートするな
ど、採択企業のフォ
ローを実施した。

選定に至る製品等は
なかったものの、過
年度の選定技術につ
いてはびわ湖環境ビ
ジネスメッセ等の発
信力の高い展示会へ
４事業者に出展の機
会を提供するなど、
おおさかエコテック選
定技術・製品の普及
の取組みを強化しま
した。

引き続き中小企業
支援機関等との連
携のもと、メールマ
ガジン・展示会など
様々な媒体の活用
によっておおさかエ
コテックの広報支援
を行っていきます。

4-1
環境技術
コーディ

ネート事業
継続

大阪発の優れた環境技
術の普及を通じて環境保
全を推進すること。

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究
所と連携し、大阪府内の中小・ベンチャー
企業によって開発された先進的な環境技
術・製品を技術評価し、高い評価を受けた
ものについては「おおさかエコテック」の称
号を授与する取組みを行っています。展
示会・ホームページ・メールマガジン等を
通じ、その普及を行いました。

－



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

市町村を対象にした技術的支援
・権限移譲市町村を集めての連絡会議を実施
・市町村からの希望があれば、研修生を受け入れ
・実務研修の実施　５回程度

・市町村連絡会議を開催（２回）
・寝屋川市からの研修生を受け入れ（２名）
・研修会を実施（７回）

☆☆☆

2017

市町村を対象にした技術的支援
・権限移譲市町村を集めての連絡会議を実施
・市町村からの希望があれば、研修生を受け入れ
・実務研修の実施（５回程度）
・市町村からの要望に応じた立入検査への同行（１０回程度）

・市町村連絡会議を開催（６回）
・泉佐野市からの研修生を受け入れ
・研修会を実施（８回）

☆☆☆

4
6
7
8
11
12
13
14
15
17

（温暖化対策）
・地域における再生可能エネルギー導入の担い手となる人材を育成
するための研修会等を実施する。
・関西エコスタイルキャンペーン等を実施する。
・電気自動車や燃料電池自動車と観光地の風景等を撮影した写真
コンテストの開催等により、電気自動車等の普及促進を図る。
（生態系の保全）
・カワウの生息動向及び被害防除に関する調査を実施し、地域毎の
被害対策の推進につなげる
・ニホンジカによる被害の広域的な把握を行い、広域的な捕獲体制
の検討やモデル地域でニホンジカの効果的・効率的な被害対策を
進めるための人材育成研修を実施。

広域環境保全計画に基づき、下記分野について取組みを進めました。
（再生可能エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの推進）
・再生可能エネルギーの導入促進に向けた研修会等を実施しました。
・関西エコスタイルキャンペーン等を実施しました。
・関西エコオフィス運動を展開しました。（関西広域連合内のエコオフィ
ス宣言登録事業所１７６１事業所（2018年２月２０日現在））
・次世代自動車写真コンテストの実施や広報リーフレットの作成・配布を
実施しました。
（自然共生型社会づくりの推進）
・カワウのモニタリング調査(3回/年）を実施し、捕獲手法の開発検討等
カワウ対策の推進を実施しました。
・ニホンジカ等の被害や捕獲体制の把握を行うとともに、ニホンジカの
効果的・効率的な被害対策を進めるための人材育成研修を実施しまし
た。
（循環型社会づくりの推進）
・マイバッグ運動やマイボトル運動の推進など3Rの推進に向けた統一
的な啓発を行いました。
・下水汚泥の広域的利活用の調査・検討を行いました。
（環境人材育成の推進）
・幼児期環境学習の推進のため、研修会を実施しました。
・地域特性を活かした交流型環境学習事業を実施しました。

☆☆☆

（温暖化対策）
・地域における再生可能エネルギー導入の担い手となる人材を育成
するための研修会等を実施　１回
・関西エコスタイルキャンペーン等を実施
・電気自動車や燃料電池自動車と観光地の風景等を撮影した写真
コンテストの開催等により、電気自動車等の普及促進を実施
（生態系の保全）
・カワウの生息動向及び被害防除に関する調査を実施し、地域毎の
被害対策を推進
・ニホンジカの効果的・効率的な捕獲体制を整備するための人材育
成研修等を実施

広域環境保全計画に基づき、下記分野について取組みを進めました。
（温暖化対策）
・再生可能エネルギー導入促進に向けた人材育成研修会を開催しまし
た。
・関西エコスタイルキャンペーン等を実施しました。
・関西エコオフィス運動を展開しました。（関西広域連合内のエコオフィ
ス宣言登録事業所1765事業所（2019年2月26日現在）
・次世代自動車写真コンテストの実施や広報リーフレットの作成・配布を
実施しました。
（自然共生型社会づくりの推進）
・カワウのモニタリング調査(3回/年）を実施し、捕獲手法の開発検討等
カワウ対策の推進を実施しました。
・ニホンジカ等の被害や捕獲体制の把握を行うとともに、ニホンジカの
効果的・効率的な被害対策を進めるための人材育成研修を実施しまし
た。
（循環型社会づくりの推進）
・マイバック運動やマイボトル運動の推進など3Rの推進に向けた統一
的な啓発を行いました。
（環境人材育成の推進）
・幼児期環境学習の推進のため、研修会を実施しました。
・地域特性を活かした交流型環境学習事業を実施しました。

☆☆☆

概ね計画通り、各分
野における広域的な
取組みが進められま
した。

引き続き、広域環境
保全計画に基づき、
各取組みを推進して
いきます。

3
9
11

4-5

関西広域
連合におけ
る広域的な
環境保全
対策の推
進（広域環
境保全）

継続

関西広域連合での温室
効果ガス削減のための取
組みや府県を越えた鳥獣
保護管理の取組み等の
広域的な環境保全の対
策を推進すること。

地球環境問題に対応し、持続可能な社会
を実現する関西を目指すため、「再生可能
エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの
推進」、「自然共生型社会づくりの推進」、
「循環型社会づくりの推進」、「環境人材育
成の推進」の取組みを実施しました。具体
的には、温室効果ガスの排出削減に係る
住民や事業者に対する啓発事業として、
省エネのはたらきかけや関西エコスタイル
キャンペーンを実施するとともに、再生可
能エネルギーの導入促進、電気自動車や
燃料電池自動車の普及促進事業等、広
域的な温室効果ガス削減対策の取組みを
進めました。また、ニホンジカについては、
被害状況の把握や広域的な対策の検討、
モデル地域での実践を行い、効果的・効
率的な被害対策を進めました。

17,816

2018

法令研修に加え事例
研修やグループワー
クの実施、研修生の
受け入れなどを行い
ながら、スムーズな
権限移譲とフォロー
ができました。

既に規制権限等の
移譲を受けている市
町村に対しては、実
務研修等により具体
的なフォローを行い
ます。また、今後、
新たに移譲を受け入
れる市町村について
はガイダンスや研修
生の受入などにより
スムーズな権限移
譲に努めます。

4-4

市町村へ
の権限移

譲における
技術的支

援

継続

府民に身近な自治体であ
る市町村が、地域の実情
に応じて、自らの責任と
判断のもと、環境対策を
実施できるよう、「大阪発
“地方分権改革”ビジョン
改訂版」（2017年3月）に
基づき、府が有する環境
分野の規制権限の市町
村への移譲を進めるこ
と。

府から移譲する権限を各市町村が適切か
つ円滑に行使できるよう、府は、ヒアリング
等により各市町村の要望の把握や情報交
換に努め、統一的な法令の運用・解釈の
提示、市町村職員を対象にした研修会・勉
強会の開催、研修生の受入れ等、各市町
村の要望に応じた技術的支援を行いまし
た。

-

2017



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018

・ふちょうエコ課計簿を活用した所属単位での取組みの促進
・内部環境監査実施所属数　３０所属程度
【参考】2016年度実績
・内部環境監査実施所属数　２８所属

次のとおり環境マネジメントシステムを運用することで、エコオフィスの
取組みを推進しました。
・内部環境監査実施所属数　３０所属

☆☆☆

2017

2018

・環境配慮の事前検討やわかりやすい環境影響評価図書の作成等
に関する事業者への適切な指導
【参考】2016年度実績
・環境影響評価書の縦覧　１事業
・事後調査報告書の縦覧　８事業

　京都府環境影響評価条例に基づく方法書について、環境の保全の見
地から知事意見を京都府に提出しました。
　また、事後調査報告書の提出を受けて対象事業の実施による環境影
響及び環境保全対策の履行状況を確認しました。

・審査を行った方法書
　枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備事業
・縦覧に供した事後調査報告書等
　東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事
業等、計５事業

☆☆☆

2017

環境配慮の事前検討やわかりやすいアセスメント図書の作成等に
関する事業者への適切な指導
【参考】2015年度：環境影響評価準備書の審査１事業、事後調査計
画書の縦覧１事業、事後調査報告書の縦覧７事業

　京都府環境影響評価条例に基づく配慮書について、環境の保全の見
地から知事意見を京都府に提出しました。
　また、事後調査報告書の提出を受けて対象事業の実施による環境影
響及び環境保全対策の履行状況を確認しました。

・審査を行った配慮書
　枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備事業
・縦覧に供した事後調査報告書
　東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事
業等、計５事業

☆☆☆

2018

・大気汚染常時監視28局（国設局２局を含む）
・微小粒子状物質監視26局（国設局2局を含む）、成分分析２地点
・有害大気汚染物質モニタリング7地点
・石綿環境モニタリング４地点

・大気汚染常時監視局28局（国設局２局を含む）
・微小粒子状物質監視26局（国設局２局を含む）、成分分析２地点
・有害大気汚染物質モニタリング７地点
・石綿環境モニタリング４地点

☆☆☆

2017

・大気汚染常時監視局28局（国設局２局を含む）
・微小粒子状物質監視26局（国設局2局を含む）、成分分析3地点
・有害大気汚染物質モニタリング7地点
・石綿環境モニタリング4地点

・大気汚染常時監視局28局（国設局２局を含む）
・微小粒子状物質監視26局（国設局２局を含む）、成分分析２地点
・有害大気汚染物質モニタリング７地点
・石綿環境モニタリング４地点

☆☆☆

2018

・河川（水質57地点、底質29地点）
・海域（水質15地点、底質15地点）
・地下水質（概況調査24地点、継続監視調査 51地点）
・環境省受託調査　大阪湾海域（水質7地点、底質2地点、マクロベ
ントス（底生生物）2地点）

・河川（水質57地点、底質29地点）
・海域（水質15地点、底質15地点）
・地下水質（概況調査24地点、継続監視調査 46地点）
・環境省受託調査　大阪湾海域（水質7地点、底質2地点、マクロベント
ス（底生生物）2地点）

☆☆☆

2017

・河川（水質57地点、底質29地点）、
・海域（水質15地点、底質15地点）、
・地下水質（概況調査24地点、継続監視調査 54地点）
・環境省受託調査　大阪湾海域（水質7地点、底質2地点、マクロベ
ントス（底生生物）2地点）

・河川（水質57地点、底質29地点）、
・海域（水質15地点、底質15地点）、
・地下水（概況調査24地点、継続監視調査51地点）
・環境省受託調査　大阪湾海域（水質7地点、底質2地点、マクロベント
ス（底生生物）2地点）

☆☆☆

Ⅴ　その他（共通的事項）

水質汚濁防止法に
基づき、　公共用水
域及び地下水の水
質を適正に常時監
視します。
また、その結果は、
ホームページを通じ
て府民に情報提供し
ます。

3
6
12
14

3
11

5-4
公共用水
域常時監

視
継続

公共用水域及び地下水
の水質を常時監視し、環
境基準の適否など環境の
現状を把握すること。
また、環境省からの受託
により大阪湾の水質等の
調査を実施すること。

河川及び海域における水質等の常時監視
を行い、環境基準の適否を評価、公表しま
した。
地下水質の常時監視（概況調査、継続監
視調査、汚染井戸周辺地区調査）を行い、
環境基準の適否を評価、公表しました。
環境省からの受託により、大阪湾を含む
瀬戸内海における水質汚濁、富栄養化の
実態を広域的かつ統一的に把握するため
の調査のうち、大阪湾の調査を行いまし
た。

54,859

測定計画に基づき、
府域の公共用水域
（水質・底質）及び地
下水質を常時監視し
ました。

大気汚染常時監視
局において、大気汚
染物質濃度や微小
粒子状物質濃度を常
時監視しました。
また、有害大気汚染
物質や石綿濃度を測
定しました。

大気汚染防止法に
基づき、大気汚染の
状況を適正に常時
監視します。また、
その結果は、ホーム
ページを通じて府民
に情報提供します。
さらに、高濃度時に
は、光化学スモッグ
予報・注意報の発令
や微小粒子状物質
に係る注意喚起を行
います。

5-3
大気汚染
常時監視

継続

府域の大気の汚染状況
の常時監視、分析を行
い、環境基準の適否など
環境の現状を把握すると
ともに、健康被害等の未
然防止を図ること。

大気汚染測定局を整備するとともに国設
測定局の維持管理を受託し、大気汚染状
況を連続的に監視し、環境基準の適否を
評価、公表しました。また、光化学スモッグ
注意報等の発令、周知を行いました。
微小粒子状物質（PM2.5）について、常時
監視及び成分分析を行い、環境の現状を
把握しました（成分分析は、（地独）大阪府
立環境農林水産総合研究所により実
施）。
長期間の暴露により健康被害が懸念され
る有害大気汚染物質について、汚染状況
の把握のための調査を実施しました（分析
は、（地独）大阪府立環境農林水産総合
研究所により実施）。
健康被害が懸念される石綿について、大
気中濃度を経年的に監視しました。

127,086

概ね想定通りに実施
しました。

監査対象所属への
省エネアドバイス等
も併せて実施する。

5-1
府庁の省エ
ネ行動への

取組み
継続

府自らの事務・事業に伴
う環境負荷を軽減するこ
と。

「大阪府環境管理基本方針」に基づき、ふ
ちょうエコ課計簿を活用して、PDCAを実施
するなど、環境マネジメントシステムの運
用に組織的に取り組みました。

7
13

45

5-2
環境影響
評価制度

継続

環境影響評価法及び大
阪府環境影響評価条例
に基づき環境アセスメント
手続を行うことにより、大
規模事業に係る環境保
全について、適正な配慮
がなされることを確保する
こと。

学識経験者により構成される環境影響評
価審査会の調査審議が円滑に行われるよ
う事務局として同審査会を適切に運営しま
した。また、環境影響評価法等の対象事
業について、環境影響評価図書の作成を
指導するとともに、事後調査報告書の提
出を受けて対象事業の実施による環境影
響及び環境保全対策の履行状況を確認
し、必要に応じ事業者に環境保全につい
ての措置を講じるよう求めました。

247

事業者が作成するア
セスメント図書等につ
いて、事前に指導を
行いわかりやすい図
書になるよう適切に
指導するとともに、縦
覧を行いました。

今後も引き続き、わ
かりやすいアセスメ
ント図書を作成する
よう事業者に対し指
導するとともに準備
書等の審査を適切
に行います。

3
6
8
9
11
12
14
15



No. 自己点検・評価

年度 取組指標 実績（取組指標に対する結果） 進捗 課題

施策事業
名称

事業
継続
性

目的 内容

関連
する

SDGs
ゴー
ル

決算額（千
円）

2018（平成30）年度の取組
※下段は2017（平成29）年度の取組 改善策・今後の方

向性

2018
大気11地点、河川水質・底質22地点、海域水質・底質5地点、
地下水質10地点、土壌10地点

大気11地点、河川水質・底質22地点、海域水質・底質5地点、
地下水質10地点、土壌10地点

☆☆☆

2017
大気11地点、河川水質・底質26地点、海域水質・底質5地点、
地下水質10地点、土壌１０地点

大気11地点、河川水質・底質26地点、海域水質・底質５地点、地下水質
10地点、土壌10地点

☆☆☆

2018

・公害紛争処理法に基づく申請があれば中立公正な立場から、紛争
の解決を図ります。
【参考】（2018年1月末現在）
・2017年度　係属中　２件　終結　４件
・2017年度　新規受付件数　２件

2017年度からの繰越　４件
2018年度　新規受付　５件
　　　　　　　　終結　　　５件
2019年度への繰越　　４件

☆☆☆

2017

公害紛争処理法に基づく申請があれば中立公正な立場から、紛争
の解決に努めます。
【参考】（2016.12.1現在）
２０１6年度　係属中　6件　終結　3件
２０１6年度　新規受付件数　4件

2016年度からの繰越　５件
2017年度　新規受付　２件
　　　　　　　　終結　　　３件
2018年度への繰越　　４件

☆☆☆

3
6
11

186

公害紛争処理法に基
づく調停申請に対し
て、紛争の解決を図
るため、迅速かつ適
正に手続きを進め、
９件のうち５件が終結
しました。

調停制度の理解を
深め、活用されるこ
とにより、府内公害
紛争の解決促進を
目指します。

5-6
公害審査

会
継続

公害紛争処理法に基づ
き、知事の附属機関とし
て公害に係る紛争につい
て調停、あっせん、仲裁
を行い、府域の紛争解決
に取り組むこと。

公害審査会は、府民、事業者等から公害
紛争処理法に基づく調停申請があれば、
当事者同士の話合いによる紛争の解決を
図るため、「調停委員会」を設置して迅速
かつ適正に手続きを進めました。
また、公害審査会全体会議を開催し、審
査会委員が係属中の公害調停の進捗状
況について意見交換を行いました。

3
6
11
14

5-5
ダイオキシ
ン類常時監

視
継続

ダイオキシン類につい
て、府内の環境状況を継
続的に把握すること。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づ
き、大気、河川・海域（水質、底質）、地下
水質、土壌のダイオキシン類の常時監視
を行い、府内の汚染状況を把握しました。

11,274

国の地方行政機関
の長並びに指定都市
及び中核市の長と協
議の上、府域の大
気、水質・底質及び
土壌のダイオキシン
類濃度を常時監視し
ました。

ダイオキシン類対策
特別措置法に基づ
き、大気、水質(水底
の底質を含む。)、土
壌に係るダイオキシ
ン類の汚染状況を
適正に常時監視しま
す。
また、その結果は、
ホームページを通じ
て府民に情報提供し
ます。


